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柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会第１２３回定例会・会議録

日 時 平成２５年９月４日（水） １８：３０～２１：２０

場 所 柏崎原子力広報センター ２Ｆ研修室

出 席 委 員 浅賀、新野、石坂、川口、桑原、佐藤、三宮、髙桑、髙橋（武）、

髙橋（優）、竹内、武本（和）、武本（昌）、千原、徳永、内藤、

中原、前田、吉野委員

以上 １９名

欠 席 委 員 渡辺委員

以上 １名

その他出席者 原子力規制委員会 原子力規制庁

柏崎刈羽原子力規制事務所 内藤所長 山崎防災対策専門官

資源エネルギー庁柏崎刈羽地域担当官事務所 橋場所長

新潟県 須貝原子力安全対策課長 荻原主査

柏崎市 内山危機管理監 小黒防災・原子力課長 関矢課長代理

村山主任 野澤主任 樋口主事

刈羽村 山﨑主任

東京電力（株）横村所長 長野副所長 嶋田副所長

新井原子力安全センター所長

西田リスクコミュニケーター

杉山地域共生総括GM 椎貝地域共生総括G

中林地域共生総括G

（本店）伊藤立地地域部長

傳田リスクコミュニケーター

ライター 吉川

柏崎原子力広報センター 須田業務執行理事 石黒主事

柴野職員 品田職員
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◎事務局

お疲れさまでございます。まず最初、始まります前に、お配りしました資料の確認を

させていただきます。座らせていただきます。

最初に、委員様のみに配付させていただきました「質問・意見等をお寄せください」

になります。次に、委員さんにだけ配付しております同じものですけれども、東京電力

さんから提供いただきましたＤＶＤで「柏崎刈羽原子力発電所安全対策の取組状況につ

いて」、同じく「６・７号機新規制基準への適合性について」であります。次に、委員

並びにオブザーバーの皆様に配付させていただきました、東京電力株式会社「福島第一

原子力発電所および福島第二原子力発電所ご視察について」であります。次に、事務局

から提出させていただきました「地域の会９／２９－３０福島視察出欠一覧」になりま

す。次に、同じく福島視察のスケジュール表、これも配付させていただきました。委員、

オブザーバーのみ配付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

事務局から１点お願いがございます。この発電所視察に伴う入構の手続につきまして、

９月６日金曜日までに申請をする必要があります。委員の皆様に配付させていただきま

したけれども、視察をされる委員の皆様は住所、氏名、装備などの必要事項を記入いた

だき、定例会終了までに必ず事務局に提出をお願いしたいと思いますが、よろしくお願

いいたします。

次に、「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会第１２３回定例会次第」

であります。次に、原子力規制委員会原子力規制庁「地域の会第１２３回定例会資料」

になります。次に、資源エネルギー庁柏崎刈羽地域担当官事務所「前回定例会（平成２

５年８月７日）以降の主な動き」になります。次に、新潟県の資料であります。新潟県

防災局原子力安全対策課「前回定例会（平成２５年８月７日）以降の行政の動き」にな

ります。同じく新潟県報道資料、「安全管理に関する技術委員会委員にご意見をいただ

き、原子力規制委員会に対して、改めて質問しました。」資料になります。次に、地域

の会第１２３回定例会、地域の会事務局資料「委員質問・意見等」になります。次に、

柏崎市「委員質問への回答」であります。次に、刈羽村「委員質問・意見等への回答」

になります。

次に、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所「第１２３回「地域の会」定例会資料

〔前回８／７以降の動き〕」になります。「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～

４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）」になります。同

じく東京電力株式会社「タービン建屋東側（海側）の地下水調査結果及び漏えい防止策

について（続報）」になります。同じく「委員ご質問への回答」になります。最後であ

りますが、東京電力株式会社「前回定例会における委員ご質問への回答」になります。

以上でございますが、そろっておりますでしょうか。不足等ございましたら事務局に

お申し出いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

最後に事務局からお願いをさせていただきます。携帯電話はスイッチをお切りいただ

くか、マナーモードにしていただきますようお願いいたします。また傍聴の方、プレス

の方で録音をされる場合はチャンネル４のグループ以外をお使いいただき、自席でお願

いしたいと思います。委員の皆さんとオブザーバーの方はマイクをお使いになるときは、

スイッチをオンとオフにしていただきますよう、お願いいたします。
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それでは第１２３回定例会を開催させていただきます。会長さんから進行をお願いい

たします。

◎新野議長

では、第１２３回の定例会を開かせていただきます。よろしくお願いいたします。

９月に入りましたけど、まだ日差しが強くて、風が心地よくなってきて、でも何か天

候が非常に激しい天候なので不安が大きいかと思うんですが、今月からしばらくいろん

な事業が重なりますので、皆さん体調に気をつけながらご協力をよろしくお願いいたし

ます。

では前回からの動きに早速入らせていただきます。東京電力さん、お願いいたします。

◎長野副所長（東京電力）

東京電力の長野から報告をいたします。お手元の前回以降の動きの資料についてご覧

いただきたいと思います。

まず、不適合関係でございますが、公表区分のⅢが３件ございました。上から電源盤

の不具合、二つ目が管理区域内における汚染の発生、三つ目がけが人の発生でございま

す。上の二つ、電源盤と汚染の２件についてご説明をいたします。

まず、電源盤の不具合ですが、２ページをご覧いただきたいと思います。３ページに

は当該の電源盤の写真がございます。号機は６号機でございます。発生日は８月１１日。

発生状況は電源切りかえで停止した電源盤が作業が終了した後、復旧しなかったと。こ

れにより当該電源盤から電気が供給される非常用ディーゼル発電機１台の冷却系統が使

用できない状態となったというものであります。

安全性への影響ですが、非常用ディーゼル発電機はご承知のとおり、安全上重要な機

器であることから、各号機に３台ございます。ほかの２台が待機状態での不具合の発生

でありますので、安全上の問題はなかったということでございます。

原因でございますが、その後の調査で、電源盤内の遮断機の電気回路の不具合と推定

いたしまして、事象発生後の２日後の８月１３日に予備の遮断機と交換し復旧をしてお

ります。不具合のあった遮断器については、現在、工場のほうに持ち出しまして詳細調

査を行っております。再発防止を図ってまいりたいと考えております。

次に、汚染についてです。６ページに概要、７ページに写真がございますのでご覧い

ただきたいと思います。号機は１号機でございます。発生日は８月２６日。発生状況に

ついては、原子炉建屋内の排水口、７ページに写真ございますが、排水口の通水確認作

業のため、排水口内の逆流防止用の閉止栓、７ページ下に断面図がございますが、上ぶ

たを外して出てくる中側の閉止栓でございますが、取り外したところ、排水口から粉じ

んが吹き上げ、汚染確認の結果、床面等から社内で定める当該エリアでの基準値を超え

る、平方センチ当たり４ベクレルという基準値でございますが、４ベクレルを超える汚

染が確認されたと。最大で平方センチ当たり２０ベクレルの汚染が確認されたというも

のでございます。汚染の核種はコバルト６０、配管内のさび等が放射化されたもので、

ふたを外したことによるエアーバランスの崩れによって吹き上がったというふうに推定

をしております。

安全面では汚染は当該の部屋の中のみで、外部への影響はありませんでした。また、

作業されていた方は全面マスクを着用しておりましたので、内部取り込みや計画外の被
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ばくはございませんでした。今後の対策については、同様の作業を実施する際にはあら

かじめ粉じんの吹き上げを見越して汚染区域を設定した上で作業を行うなど、実施して

まいります。

本資料のご説明は以上です。なお、いつもご説明している福島第一の状況については、

後ほど議題の中でお時間をいただいておりますので、そのときにご報告をいたします。

最後に前回定例会でいただいておりますご質問に対してご説明をいたします。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

私、東京電力の傳田と申します。今回から説明の一部を担当させていただくことにな

りましたので、皆様よろしくお願いいたします。

それでは、今ほどの資料、「前回定例会における委員ご質問への回答」、平成２５年

９月４日東京電力株式会社というＡ４の縦紙の資料をご覧ください。

まず質問の１点目でございますが、これはフィルタベント設備の概要についてという

資料を前回説明したときのご質問。セシウム－１３７の総放出量について、これはどの

ような条件の下で計算されたものなのか詳細に説明してもらいたいというご質問でござ

いました。

回答といたしましては、その下に書いてございますが、格納容器の加圧破損防止の観

点で、ベントのタイミングが早い大ＬＯＣＡ原子炉冷却材喪失事故、これに加えて全交

流電源喪失という事象を想定し、事象発生より一定時間経過後から、ガスタービン発電

機による電源供給及び低圧代替注水系による注水等を行い、格納容器圧力が限界圧力、

最高使用圧の２倍に到達した時点で、サプレッションチェンバ、フィルタベントの順で

ベントを実施する条件としてございます。

なお、このベントの際の大気中への放射性物質セシウム－１３７の放出量評価を行っ

ており、フィルタベントにより９９．９％除去されることで放出量は約２．５×１０－

３テラベクレルとなります。

ここまでがご質問に対する回答となりますが、なお、フィルタベントの除去効率を調

べるために、ベントされるガスの性状、これは流量ですとか、ガスに含まれる放射性物

質の粒子径等を考慮した実験を行い、フィルタベントの粒子状放射性物質の除去効率は、

９９．９％以上を確保できることを確認してございます。これがまず１点目でございま

す。

次、２点目のご質問。これは柏崎刈羽原子力発電所６、７号機における安全対策と新

規制基準への適合性に関してご説明を差し上げたときのご質問でございますが、海域活

断層の連動を考慮して津波の高さを変更したが、その津波を想定したモデルというのは

基準地震動の評価に影響を与えないものなのかというご質問でございました。

これにつきましても回答は下に書いてございますが、基準地震動の想定にあたっては、

発電所のより近傍においてほぼ同規模の長大な活断層、具体的にはこれは長岡平野西縁

断層帯やその連動を考慮していることから、発電所から遠方にあるこれらの海域活断層

については、基準地震動の評価に与える影響はありません。つまり、ご質問の箇所につ

いては、考慮したとしても、もともとの策定に当たって考慮しているものよりも小さい

ので影響を与えないというお答えになると思っております。

私からの説明は以上でございます。
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◎長野副所長（東京電力）

それから、文書でいただいた委員のご質問への回答でございますが、当社の退職者で

ありますとか、要員について何点かいただいておりますが、こちらについてはお手元に

文書で回答させていただきましたので、ご参照いただければと思います。

以上でございます。

◎新野議長

ありがとうございます。

じゃあ、原子力規制庁さん、お願いいたします。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

規制庁の柏崎事務所長をやっております内藤です。

お手元の資料で右側に規制庁というクレジットが入っている資料で一つに束ねたもの

でございますが、こちらでご説明をさせていただきます。

１枚めくっていただきまして、資料１ということで、原子力規制庁、規制委員会も含

めて全体の規制庁関係の動きでございます。

原子力規制委員会でございますけれども、８月２１日に評価を行っております。我々

の規制委員会としての活動の評価を行っています。原子力規制委員会も行政組織でござ

いますので、法律に基づいて評価を行わなければいけない形になっておりますので、そ

の評価を行ったものについて公表を行っております。

あとは８月２８日のところでございますけれども、大規模な事故が起こったときの通

報の基準というものについての省令改正、政令改正等の手続を行っております。

あとは柏崎に関係するものといたしましては、２ページ目の最後でございますけれど

も、８月２３日に公表させていただいておりますが、８月３０日、先週の金曜日から９

月１３日までの間、保安検査を実施しております。今日も保安検査をやっておりました

が、現在保安検査の期間中でございます。

検査の項目でございますけれども、基本的な項目としては緊急時安全対策ということ

で、防潮堤をつくったりとか、電源車を配置したりとか、ガスタービン車を配置したり

とかしておりますけれども、その配置状況と維持管理が適切にできているのかというこ

と。あとは放射線管理ということで、原子力発電所に特有なものでございますけれども、

放射線管理がきちんと適切に行われているのかということ。あとは追加検査といたしま

しては、以前に我々のほうで保安規定違反をとっているものでございますけれども、発

電所中央制御室に運転員、常におりますが、ここのところが何かトラブルがあったとき

には、非常用の空調系に切りかわるという形になっております。ですので、燃料とか移

動させるときについては、それらの非常用の空調が生きている形じゃないと操作しては

いけないという形の保安規定になっているところを、維持できていない形で移動してし

まったというのがわかっておりますので、そこの部分について原因と対策を行って、今

年の３月までに組織的な要因を含めて対策をとるというのが東京電力さんから報告がな

されて、我々了承しておりますので、その対策の実施状況ということで、３月に策定さ

れてでき上がっているはずですので、もうきちんと運用できているはずだということで、

そこの運用がきちんとなされているのかというのを確認するということを検査でやって

いこうというふうに考えております。そのほかにも抜き打ち検査という形で項目、東京
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電力さんには事前にお知らせをしないで、当日にこれを検査しますという形でというも

のについても２日間ほどやる予定になっております。

次のページで、資料２でございますが、福島第一発電所関係のものでございます。既

に報道でご承知の方もいらっしゃると思いますけれども、タンクからの漏えいのもので

ございますが、１回ＩＮＥＳの評価でレベル１という形で、８月１９日に評価をしてお

ります。ですけれども、その後の東京電力さんからの報告とかを鑑みまして、８月２８

日にＩＮＥＳの評価のレベル３という形の評価の見直しをしております。中身の詳細に

ついてはここに記載されておりますので、こちらをご参照いただければというふうに考

えております。

あとは、福島第一発電所、一回実施計画を認可していましたので、特定施設という形

の位置づけが法的な位置づけになっておりますけれども、この実施計画につきましても、

燃料プールから燃料取り出し、具体的には４号からになりますけれども、ここの部分に

ついて具体的な計画ができ上がってきたということで、変更の申請がなされております。

こちらにつきましては、現在審査を行っている最中でございます。

あとは次のページでございますけれども、汚染水関係につきましては、汚染水対策検

討ワーキンググループを立ち上げておりまして、こちらのほうで５回ほど中身について

の議論を行っているという最中でございます。別添の１と別添の２という形で、新たに

検討会等を設置しております。こちらについては内容をご確認いただければというふう

に考えております。

資料３でございますが、放射線モニタリング情報でございます。こちらに書いてある

形で現在、最新の情報についてはホームページで公開しておりますのでご確認いただけ

ればというふうに考えております。

当方からは以上でございます。

◎新野議長

資源エネルギー庁さん、お願いいたします。

◎橋場柏崎刈羽地域担当官事務所長（資源エネルギー庁）

資源エネルギー庁事務所の橋場でございます。お手元の１枚紙、資源エネルギー庁と

右上に書いた１枚紙があると思うんですけども、こちらに沿ってご説明いたします。

まず、これは東京で現在行っておる原子力関係の主な動きを記載しております。まず

１番目ですが、エネルギー基本計画の策定ということで、福島の事故後の国のエネルギ

ー政策というのがまだ定まっていないということで、年内に原子力のエネルギーの位置

づけをどうするかということを重点的に検討をしておりまして、これまで６回の議論が

この分科会で行われておりまして、今後、年内に取りまとめるということで、開催頻度

を月３回程度に増やして議論を進めていくということで、本日９月４日も現在、第７回

の検討をしているところでございます。

それから、２ポツの核燃サイクルですけれども、こちらもやはり今後の原子力エネル

ギーをどうするかというときにどうしても外せない議論でございまして、これも今年の

５月から高レベルの放射線廃棄物の最終処分をどうするかということについて議論をし

ておりまして、前回は８月７日に４回目のワーキンググループを開催して、ここでは地

層処分の技術的なプレゼンテーションを委員からしてもらって、それに基づいた審議を
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したということになっております。

それから３ポツ目、その他ということで、本日の議題になっております福島第一原発

の汚染水処理対策でございます。これは国の動きということで、規制庁さんとは別なと

ころでまず１ポツ目の汚染水処理対策委員会と、経済産業省が事務局になっているもの

でございますが、これの第５回目の委員会が８月２３日に開催されました。この委員会

のメンバーは学識経験者、研究機関、東電、経産省等の委員構成になっておりまして、

５回目としては今回問題になっております貯蔵タンクからの汚染水の漏えい問題につい

て検討しております。それの関連事項ということで、８月２６日に茂木経産大臣が現地

を視察いたしまして、この汚染水対策の経産省内の体制強化ということで、８月２７日

付で局長級の汚染水特別対策官というものを置きまして、さらに福島に汚染水対策官を

常駐させることにしております。

それから、本日の新聞とかニュース報道で載っております、昨日、政府の原子力対策

本部、安倍首相が本部長になっておりますけれども、これを開催しておりまして、特に

これまでいろんな国の関与が遅いというようなご批判があるところでございますけれど

も、特に緊急性が高くて技術的内因性があるものについて、国が前面に出て実施体制の

強化ですとか、予備費の使用によって必要な対策を実施するというような基本方針を昨

日決定しております。具体的にはここに三つほど書いてございますが、一つは、廃炉と

か汚染水対策のための関係閣僚会議の設置ですとか、現地事務所の設置、それから国費、

今年度につきましては予備費を投入するということで、これについては凍土遮水壁です

とか高性能の多核種除去設備の設置といったものを新聞報道でも４７０億ぐらいという

ような報道が出ております。それからもう一つは、海域環境のモニタリングの強化とい

ったものを予定しております。

それから、（２）でございますが、経済産業省の来年度の予算、概算要求というのが

８月３０日付で発表しておりまして、特に原子力関係についてここでは触れております

けれども、一つ目といたしましては、福島第一の廃炉に向けた取り組みということで、

来年度１２８億円の概算要求、今年度は８８億円ということで大幅に増額しておりまし

て、内容的にはここに書いてあるような燃料デブリの取り出しのための遠隔操作の機器

装置とか、デブリ処理技術の研究開発。それから後ろのページにいきまして、汚染水問

題に対する抜本対策の実施ということで、ここでは事項要求と書いてありますけれども、

具体的な対策候補というのがまだ確定していないということで、金額は明示せずに事項

のみ要求という形をとっております。

それからもう一つ、原子力の安全基盤の構築・国際的な取り組みということで、２４

４億円ということで、今年度１７４億円から大幅な増額要求をしておりまして、内容と

しましてはシビアアクシデントに耐えられる計器の開発ですとか、人材育成、それから

放射性廃棄物処分に向けた研究開発、さらには原発の立地地域の経済活性化ですとか、

雇用確保のための地域資金を活用した地域の取り組みの支援といったものに予算を要求

しようとしております。

以上でございます。

◎新野議長

新潟県さん、お願いします。
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◎須貝原子力安全対策課長（新潟県）

新潟県原子力安全対策課の須貝と申します。

それでは、新潟県というふうに右肩に黒字に白抜きで書いてあります資料に沿ってご

説明をいたします。

まず１番なんですが、安全協定に基づく状況確認ということで、そこに記載のとおり、

６号機のタービン建屋の発火現場、それから水漏れ現場の現場確認を８月９日に柏崎市

さん、刈羽村さんとともに実施しております。

あと２番なんですけれども、県内全ての市町村にモニタリングポストを配置いたしま

した。これは福島第一原発事故を受けて県内の空間線量率の観測の体制を強化してきた

わけですけれども、このたび県内全部の３０市町村でモニタリングポストの設置が完了

したということです。測定結果等はホームページで確認できるようになっておりますの

で、ぜひ１度ご覧ください。

三つ目に、原子力規制委員会に対する規制基準等に関する質問及び委員長への面談に

ついてですけれども、これまで何回かご説明してきましたとおり、規制庁には要請をし

たり、質問をしたり、ご回答いただいたりしているわけですけれども、７日に原子力規

制委員会への質問につきまして、８月１２日に回答を受け付けました。これは別添で添

付しておりますので、後でご覧いただけますでしょうか。

ですけれども、内容的には私どもとしては不十分な内容というふうに考えておりまし

て、改めて回答を求めるということと、それとこれも既に報道等でも何回も繰り返し報

道されていますのでご存じかと思いますけれども、規制委員長にぜひ直接、知事から説

明する機会を設けさせてくださいということをお願いしております。

７月１０日付で規制委員会からは回答をいただいておりますけれども、技術委員会の

先生方からこの回答についていかがですかということをお問い合わせしておりまして、

その先生方の意見がまとまりましたので、本日、これは今日の１６時に報道発表してお

ります。ちょっとこの資料との記載が不一致なんですけれども、改めて技術委員会の先

生方のご意見をいただいて、今日また質問を出しております。

四つ目は原子力発電所周辺環境監視評価会議を８月３０日に開催しております。この

詳細はホームページでもご覧いただけますし、担当が放射能対策課になりますので、も

しご覧になった上で、詳細をということであればお問い合わせいただければと思います。

それから５番目に、８月３０日に国のほうで災害対策指針の改定原案についてパブリ

ックコメントを募集しておりましたので、それにつきまして１８個のことについて意見

を提出しています。これも添付しておりますので、後でご覧いただければと思います。

６番目は報道発表資料、今回ちょっと紙が多いものになっておりますけれども、今ご

説明したことについて報道発表をそれぞれ出しておりますので、また後ほどご確認いた

だければと思います。

以上です。

◎新野議長

柏崎市さん、お願いします。

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）

柏崎市の関矢です。よろしくお願いします。
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前回定例会以降の柏崎市の動きですが、先ほど県のほうからありましたように、８月

９日に県、柏崎市、刈羽村と状況確認を行っております。あと新潟県の原子力発電所の

周辺環境監視評価会議、ここでも市委員として出席をさせていただいております。

以上です。

◎新野議長

刈羽村さん、お願いします。

◎山﨑総務課主任（刈羽村）

刈羽村総務課の山﨑です。よろしくお願いします。

刈羽村におきましても、前回定例会以降の動きにつきましては、新潟県、柏崎市と同

様でございます。

次に、委員質問の回答につきましては、別紙のとおりとなりますので、ご確認いただ

ければと思います。

刈羽村からは以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。議題の中の（１）を今、報告をいただきました。（２）に少

し関連で切り分けた項目が二つほど列記されていますので、これ以外で（１）の中でご

質問とかご意見があれば受けます。

はい、髙桑さん、お願いします。

◎髙桑委員

髙桑です。

東京電力から回答いただきまして、ありがとうございました。フィルタベントのセシ

ウムの総放出量についての詳細の説明ということで説明いただきましたけれども、この

数値は東電の住民説明会の中でも同じ数値が使われていました。その際に、川村設備管

理部長はあの数値について、炉心損傷前の格納容器のベントによる数値なんだというふ

うにおっしゃいました。ここでも、今いただいた回答でも、ベントのタイミングが早い

段階での数値だというふうになっていますが、これは余りにも不親切なんではないかと。

私は、もしこの数値も出すんであるならば、最大、早いタイミングではなくて、本当

に炉心が損傷する、炉心溶融が起こる、そうなったときにはどれくらいになるのかとい

う、そういう数値もここからここまでという形でよろしいですから、出すべきなのでは

ないかと、それが住民に対する誠実な対応ではないかと。ごく一番早い段階の、非常に

状況の楽観的な段階での数値だけを示されて、それでよしというふうな説明の仕方をな

さるのは、住民にとっては非常に、逆に不信感が募るばかりではないかと思っています。

たしかこれ、夏の７月の会のときに私がちょっとお尋ねしたときに、７号機ですか、

６号機のことをお尋ねしたら、１０１ ６～１０１ ７ベクレルのセシウムが出るんだという

ふうにおっしゃいました。それが例えば１，０００分の１低減されたとしても、１０の

１３乗、１４乗という形になるわけですから、損傷した場合には、炉心溶融に進んだ場

合にはこのレベルでは済まないはずだと思うので、次回まででよろしいですから、最悪

の状況になったときにはどれくらいなのかということをお示しいただきたいと思います。

それから質問２の津波に関して、地震がどうなのかということについて、これも回答

ありがとうございました。ここの説明によると、ほぼ同規模の長大な活断層、長岡平野
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西縁断層帯やその連動のことを考慮していることから云々と書いてありますが、その前

に私がちょっとほしかったのは、こうやって連動したときに、そのときのその津波を起

こす地震のマグニチュードはどれぐらいのものを想定して地震の津波の大きさが策定さ

れているのか。そこを次の会でよろしいですからお聞きしたいと思います。

私は素人ですが、素人から見ても同規模の長大な活断層というそれは陸地のほうです

し、津波の数値を挙げた活断層の連動は海のほうです。どうしても発電所は海のほうの

地震に対して大きな影響を受けやすいのではないかと思っていますので、その辺につい

てもご説明いただければと思います。次回までぜひよろしくお願いします。

以上です。

◎新野議長

よろしいでしょうか。

はい、関連で。

◎武本（和）委員

武本ですが、今の１番目のことに関して、私は深層防護の考え方から、東京電力の説

明、おかしいんじゃないかと思いますので、そこも説明してもらいたいんです。という

のは、深層防護の考え方というのは、第１弾が全て失敗したとき、第２弾を考える。第

２弾が全部失敗したときに第３弾を考えるという、そういう形で全部、前段を否定して

いくというふうに聞いています。ですから、最悪の事態を想定したものでなければなら

ないはずなのに、非常に甘いといいましょうか、事故の規模を小さくして数字を出して

いる。これは深層防護の思想に反するんじゃないかと思いますので、その辺も数字の前

に考え方が違うんじゃないかということも、これでいいんだということを説明してくれ

と。

それから、最悪の事態を想定した対応はどうなるのか。それは福島で現実に、いくら

もたたないうちに燃料破損が起きているわけですから、それと余りにもかけ離れた数字

を出して、前提条件こうですみたいなことはおかしいのではないか。そこらが東京電力

の体質にもかかわるものだと思いますが、いずれにせよ、深層防護の考え方を取るとい

うことと、説明はものすごく違っていますので、その辺も次回、整理して説明してもら

いたいと思います。

以上。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

申しわけございません。おっしゃることはよくわかりました。申しわけございません。

私ども２．５×１０－ ３テラベクレルの前提になっている条件はというご質問だという

ふうにちょっと狭義に捉えてしまったこともあったので、それについては確かにおっし

ゃるとおりでして、こちらは炉心損傷に至らない時点でベントするというシナリオでの

放出の評価値でございますので……。

◎新井原子力安全センター所長（東京電力）

すいません、発電所の新井でございますけれども。

次回整理してまたご説明をしたいと思いますけれども、この２．５×１０－ ３テラベ

クレルこれは炉心損傷をした状態でのベントのことでございます。地域説明会でもご説

明しましたのは……。
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◎髙桑委員

０．０４２ですね。

◎新井原子力安全センター所長（東京電力）

そうです。ミリシーベルトのほうです。そうでございます。そこ、整理してまたご説

明を……。

◎髙桑委員

ただ、このテラベクレルのほうも７月の会のときに私が質問したときには、もっと大

きな数字が示されていたかと思いますので……。

◎新井原子力安全センター所長（東京電力）

７月ですね。

◎髙桑委員

はい。そことの関連もどうなっているのかなと。こんなに小さいはずではなかったん

じゃないかなというふうなのは、先回、このことについては質問しませんでしたけれど

も、今お話しになりましたので、もしできましたらそこのところも７月との整合性につ

いてもしお願いできればと、追加お願いします。

◎新井原子力安全センター所長（東京電力）

わかりました、整理いたします。たしか私の記憶ですと、全炉心でどれぐらいかとい

うようなお話、ご質問だったので増井がそのように答えたかと思うんですけれども、ま

たその辺整理してご回答、ご説明したいと思います。

◎新野議長

では、よろしくお願いいたします。あとはよろしかったでしょうか。

（２）に進ませていただきます。福島第一原子力発電所の状況ということで、私ども

９月の下旬に視察をさせていただきたいという要望を東京電力さんのご協力のもと、か

なえていただけることになっていますので、そのこともありまして、きちんと事前に勉

強した上で、このせっかくの大事なチャンスを生かしたいという姿勢でこういうような

ことを切り分けてお話を伺うということです。

これはあくまでも私どもの要望に沿って、東京電力さんがご協力をいただいて視察が

可能になっているということですので、また皆さん、いろんな新聞をこの間も見ていら

っしゃると思うので、ご不安やご質問したいことがいろいろあるかと思いますが、きち

んと根拠のところである数字とか、内容を聞き分けて、その不安のところを埋めていた

だければと思いますので、いい議論になればいいなと。勉強会のような形になればいい

なと思っております。

では東京電力さん、よろしくお願いします。

◎杉山地域共生総括GM（東京電力）

東京電力の地域共生室の杉山と申します。よろしくお願いいたします。

資料に基づきましてご視察についてのスケジュールをご説明させていただきます。今、

会長からも言っていただいたとおり、県外視察ということでご要望いただきましたので、

アンケート等も事務局さんからとらせていただいた結果、福島第一、福島第二、両方の

ご視察をご希望ということでしたので、非常にタイトなスケジュールになっております

が、現在、現時点でのご視察、可能な限りのルートということで設定をさせていただき
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ました。現時点での視察可能ルートということでございますので、今後、予定は状況に

よりましては変更させていただくことも多々ございますけれども、ご了承いただきたい

と思います。

まず１ページ目を開いていただきまして、スケジュール案でございますが、３０日の

月曜日でございますが、８時にいわきのご宿泊のホテルを出発していただきまして、１

時間程度、Ｊヴィレッジのほうに到着をしていただきまして、その後、ご本人確認、そ

れから視察箇所の概要説明をさせていただきまして、ご視察の準備をしていただきます。

その後、Ｊヴィレッジから当社のバスに乗りかえていただきまして、福島第一に向かい

ます。

こちらで５ページをご覧いただきたいと思います。こちらに福島第一の視察ルートマ

ップをつけさせていただきましたけれども、まず下の正面ゲートの下に現在、入退域管

理施設というところがございますので、まずそちらにお寄りいただきまして、防護品を

着用していただきます。防護品というのは下に※で書かせていただいておりますが、靴

カバーですとか、手袋、それからマスク、個人線量計等をこちらで装備をしていただき

ます。その装備が終わりましたら、正門ゲートを通りまして１番の免震重要棟にご視察

をいただきたいということで、免震重要棟に向かいます。免震重要棟では１度、つけた

ばっかりなんですけども、防護品を外していただきまして、免震棟の中をご視察いただ

きます。また免震棟を出るときには、同じ装備をつけていただきまして、バスにご乗車

いただいて、このルートどおりにご視察をいただこうということで、１番からずっと順

番になっておりますが、こちらはまた現地で概要はご説明をさせていただきたいと思い

ます。

福島第一のご視察終わりましたら、また入退域管理棟に寄りまして、装備品を外して

いただきまして、スクリーニングをさせていただきまして、福島第一の見学は終了とい

うことになります。

２ページをご覧いただきたいと思います。その後、福島第一より福島第二に向かいま

す。福島第二の正面ゲート、こちらではまたご本人確認をさせていただきますが、今度

は７ページをご覧いただきたいと思います。７ページには福島第二の視察ルートをつけ

させていただいておりますが、福島第二では、まず事務本館に入っていただきまして昼

食をとりながら視察の概要説明、それからご視察の準備をしていただきまして、このル

ートに沿いまして福島第二のご見学をしていただきたいというふうに考えております。

最終的には１６時２０分にＪヴィレッジに戻ってご視察を終了ということで予定を組ま

せていただきました、

最後になりますけれど、４ページをご覧いただきたいと思います。３ページにも注意

事項がございますが、またこちらは各自でお読みいただければと思いますが、４番のと

ころでこちらに書いてあります。また福島第一のこの視察ルートをご視察いただくに当

たって、被ばく線量は最大で０．２ｍＳｖということで、最大値で０．２ｍＳｖという

ことで予定をしております。この線量はわかりやすくほかのものと比較しますと、よく

放射線の本なんかにも載っておりますが、東京、ニューヨークを飛行機で往復するのと

同等であると。もっと身近で言えば、集団検診の際に胃のレントゲンが大体０．６ｍＳ

ｖですので、その３分の１程度ということでございます。参考までに６ページに福島第
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一の８月に測定をしました線量マップをつけさせていただきましたので、参考にしてい

ただければと思います。

以上が９月３０日に福島第一、福島第二のご視察、予定させていただいているスケジ

ュールでございます。

以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。これはまた最後、その他でも若干、全体のスケジュールに触

れますので、これはこれで一応よろしいでしょうか。

◎吉野委員

吉野でございます。個人で持っている簡易の線量計、そういうのを持っていって自分

ではかってもよろしいでしょうか。

◎新野議長

東電さん、どんなもんでしょうか。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

持ち込んでいただいて構いません。

◎新野議長

万が一持たれる方は、入口の防護服をつけるあたりで「これ持ち込みます」と、一応、

何の許可も要らないんでしょうけど、そう申し上げていただいて、もしあれでしたら終

わってからみんなに公表していただければ、こんなでしたと。それぞれが安心できるん

じゃないかと思いますので。

ほかにどなたかそういうお考えの方いらっしゃいますか。自由だそうですけど、多分

カメラとか写真とかというのは、いろんな核防護の関係から制限がかなり入るんだろう

と思うんですが。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

ほかにご質問がなければ、後でまた関連で引き続いての時間もありますので、次の項

目に移らせていただいてよろしいですか。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

よろしゅうございますでしょうか。すいません、ちょっと初めてなものでなれなくて

申しわけございません。

そうしましたら、まず１Ｆの状況の説明をさせていただきますが、まずお手元の長期

ロードマップの概要版、Ａ３横の資料をご覧ください。

まず１枚目の左側、例によって原子炉内の冷却の状況から説明が始まってございます

のが、こちらは通常どおり冷却が行われておりまして、特段の特記事項等ございません。

放射性物質の放出等につきましても、特段の特記事項はなく、ごく少量となってござい

ます。

右に移りまして、１枚目の右のトピックといたしましては、２ポツとなっているとこ

ろで、矢じりの二つ目のところをご覧ください。多核種除去設備の設置となってござい

まして、こちらのほう試運転をしておりましたところ、この設備の中の前処理の段階で

のバッチタンクのほうに一部腐食が見つかっていますというお話が前回まであったかと

思います。その後、ポツの二つ目でございますが、追加で調査をしておりまして、その

ほかに当該のＡ系統の、今度は吸着塔のほうにも内部点検を行ったところ、腐食に起因
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すると推定される変色を確認してございます。これ、写真はその下のほうにつけてござ

います。こちらについても現在、原因再発防止の対策を検討してございまして、また進

捗がございましたら改めてこの場でも報告させていただきたいと思います。

なお、もちろんでございますが、この原因と対策についての実施をした上で、現在は

Ｃ系について９月中旬から、Ａ系１０月中旬から、Ｂ系１１月以降にまたホット試験の

再開を目指して取り組んでいるところでございます。

次、２枚目以降ご覧になってください。こちらからがいわゆる重要な話になってござ

いまして、すみません、その前にまず２ページ目の左上のところで、地下貯水槽からの

漏えいと対策の状況のところで、新たな状況といたしまして、ポツの三つ目のところを

ご覧ください。当地下貯水槽のＮｏ．３、４において、上面中央を中心に浮き上がりが

発生していることを８月１０日時点で確認してございます。これは地下水位が上がって

きますと、どうしても空にしてある貯水槽の下側から押し上げるような力が働きますの

で、恐らくはそれによる浮き上がりではないかと考えてございます。これにつきまして

は、上に重石を載せるという対策を講じておりまして、当該のもの以外の貯水槽につい

ても必要性の整理を現在行っているところでございます。

それ以降、Ｈ４タンクエリアの話、それから地下水の汚染の状況の話、それから一番

最後のところ、４／４ページになりますが、これも皆さん関心が高いかと思われますが、

免震重要棟前におけるダスト上昇による身体汚染の発生について。こちらについては３

点まとめて別資料を用意してございますので、そちらで説明させていただきます。

このＡ３横の資料については大まかなところは……。

◎新野議長

よろしかったらおかけになってください。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

はい、すいません。大まかなところは以上でございまして、残りは後でご覧いただけ

ればと思います。

そういたしましたら、別に用意いたしました、今画面にも映ってございますが、ター

ビン建屋東側、海側の地下水調査結果及び漏えい防止策についての続報ということで、

まずはこちらの資料をご覧ください。１枚めくっていただきまして、前回、増井から報

告をさせていただいたことの続報になりますが、ちょっとおさらいも兼ねて話をさせて

いただきます。

まず１枚目は、海水の分析結果、これは以前からご報告しているところでございます

が、下のほうに発電所を上から見た絵が書いてございますが、港湾の外の濃度は右上の

グラフにあらわされてございますように、既にセシウム等の濃度はかなり低くなってご

ざいまして、１ベクレルですとか「／Ｌ」であらわしますとそのぐらいの濃度まで落ち

ていると。ただし、左側のグラフ、これはどこの水かと申しますと、発電所の号機の取

水口、水を取っているところのそばの海水を取ったところです。この濃度を分析してみ

ますと、震災当初からは落ちてはきたんですが、まだいまだに１００ベクレル付近のと

ころ、これは３号機の前の水のデータですが、を示してございます。どの号機のものを

見ましても、本当に取水口の直近でございますと大体１０から１００ベクレル／Ｌオー

ダーのセシウムが含まれているというのが見てとれてございます。ですので、まだ発電
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所の近いところでは要は若干の汚染があって、ですので、これは何らかのところから海

に向かって若干の放射性物質が出ているものと推定されるというのが我々の見立てでご

ざいます。

これは同様に、これも前回ご説明いたしましたけれども、１号と２号の取水口の間の

地盤に井戸を掘りまして、そこの地下水を採取した、その採取した地下水を分析した結

果でございます。数万から数十万ベクレル／Ｌオーダーのトリチウムが検出されている

というのが見てとれます。ですので、この辺の地下水も汚染されているという状況がご

ざいます。

その対策といたしまして、まず、これは下側が海側で上側が山側で、これは地下の構

築物の状況をあらわした図になってございます。これは２号機の例なんでございますが、

原子力施設でございますので、海水を取り込む関係でこういった地下構造物がつくって

ありまして、その中を配管等が通っています。震災のときに２号機の場合でしたら、そ

の２号機の建屋に汚染水がたまりまして、それがそこに緑色で示していますが、トレン

チというトンネルですね。その中に要は号機の側から取り合い部を通じて汚染水が流れ

込んできて、それが今もって滞留している状況であるというふうになっています。こち

らのほうにつきましても、震災直後に実はそこに、平成２３年４月２日の漏えい箇所と

いうふうに印がしてございますが、ここから結構大量に、数百トンレベルの汚染水が流

れて、大変なご迷惑をおかけしたことがございますが、このときにはここのところの止

水はしているんですが、まだ止水はしたもののどこからか微小の汚染水がこういう地下

の構築物から海に向かって流れているという可能性は否定できないというふうに考えて

いますと。したがいまして、こういうところはリスクが高いので、汚染水を除去するよ

うな取り組みをしてまいりますという説明をしたかと思っております。

こちらは今度変わりまして、汚染エリアの地盤改良を通じた対策のことを示しておる

図でございます。これはもう新聞報道等もされておるところでございますが、まずは左

側の図は上側が海側になってございますが、ここに赤くラインで示していますが、そこ

のところに水ガラスを打ち込んで地盤を改良して、そこのところを地下水が通りにくい

ようにしてやると。同時に、山側を黄色で示していますが、そちらの側にも水ガラスを

打ち込んでいきますと。さらに、その囲んだ領域から今度は水をくみ上げてやることも

いたしましょう、さらにはその囲んだ領域を上からカバーしてしまって、新たに水が入

りにくいようにしましょうということを通じて、この汚れている領域になるべく地下水

が近づいていかないような対策を講じようというふうに考えていくと、こういったこと

も取り組んでまいりますと、前回はそういった説明をしたかと思います。

ここからが今回、進捗をご報告するところなのでございますが、まずトレンチの汚染

水の抜き取りにつきましては、ちょっと図が逆転してしまいまして大変申しわけないん

ですが、そこに示している図は、今度は海が上の図になっていますが、そこに赤いくく

りで示した部分のトレンチの水抜きを、これについては８月２４日までに実施しており

ます。現在はこの部分、水を抜いたところに今度、充填剤を詰めるという作業を実施し

ておるところでございます。水抜きの実施状況については今のところこういった状況で

ございます。

次は、これが地盤改良の工事の進捗でございます。既に海側に青く書いてあるそこの
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ところの丸のずっと並んでいるところにつきましては、これはもうガラスの打ち込みが

完成してございます。現在は山側のガラスを打っておるところでございまして、これに

ついては今のところ８月２９日時点で７４本となっているものですが、最新の状況です

と、本日の朝の実績で９９本打ち終わってございます。今そういった進捗状況でござい

まして、またもう一つのウェルポイントって②のところにありますが、これはまさに井

戸で、ここの井戸はもう掘り終わって、これももう稼働している状況でございます。こ

こから日量にいたしまして数十トンの水を今抜いているという状況になってございます。

これが地盤改良工事側の進捗状況でございます。

それを踏まえて、そういった工事が行われてきて、どのように要は効果があったかと

か、地下水位の挙動の変化したかというのを示している図でございまして、横軸が時間

です。日付を示しております。縦軸が地下水位です。それぞれ書いてある波線のような

ものは、ちょっとわかりにくいんですが、それぞれ掘った井戸の水位を示してございま

す。それで、大事なことは地盤改良の２列目の海側のまずは地盤改良の水ガラスの打ち

終わった８月９日以降で見てございますと、海側を囲まれたところの井戸の推移という

のは、その時点から下がり始めていて、またその同じ８月９日から一部集水枡から水の

くみ上げを開始しているので、そういった効果が見えるなと。さらに先ほどウェルポイ

ントと申しましたが、本格的な井戸の稼働が８月１５日からになっていまして、それ以

降、さらに要は当該の１、２号の間に掘っている井戸の水位というのは下がってきてい

るというのは見てとれます。

したがって、地下水位が下降の傾向にあることはこのグラフからわかるかと思ってお

ります。ですので、現在のところはそれなりに水ガラスを打って地盤改良した効果とい

うのはあるのではないかというふうに考えています。参考までにそこの右側のところで、

一部ギザギザになっているところがあって、これは１－４という、ちょっと手前戻って

いただけますでしょうか。先ほどの進捗の途中のグラフ、６枚目のグラフに戻っていた

だけますでしょうか。そこでＮｏ．１－４というふうに書いてある井戸が、そこが横に

水ガラスの工事で打ち込んでいる途中に、恐らくその影響を受けて地下水位がそういう

ふうにギザギザに、その工事をしている間だけ変動するという事象が見てとれましたの

で、これは通常の地下水位の変動ではなくて、その工事の影響だというふうに解釈して

ございます。

元に戻っていただきまして、８ページ目をお願いいたします。今のところまでが現在

対策の進捗状況についてのご報告で、この件につきましては最後に、前回トリチウムに

ついて流出量の試算をお示しいたしましたけれども、今回、ストロンチウム、セシウム

についても同様に流出量の試算をしてございます。算定の方法については、特に前回と

それほど変わってはございませんで、取水口付近の海水中、開渠の手前の水の量がそこ

に海水の変換率と書いてございますが、１日に大体半分は入れかわるというふうに想定

をいたしまして、その入れ替わって出ていく水の量×今の現在の水の汚染濃度を掛ける

と。そうすると１日に出ていくセシウムなりストロンチウムなりの流出の量が日量とし

て求められますと。それを当該期間について、この場合は流出期間として８５０日想定

していますが、その期間流出していたというふうにみなして評価すると、そこに書いて

ございますが、セシウムの１３７で、２×１０１ ３ベクレル、ストロンチウム９０で、
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１×１０１ ３ベクレルという評価結果になってございます。もちろん、こちらの評価結

果につきましては、まだ暫定的なものでございますが、今後もこういった施策を講じて

まいりますので、そういったことと、今度また海水の濃度についても引き続きデータを

とってまいりますので、そういったこととあわせてさらに評価してまいりたいというふ

うに思ってございます。まず１点目のタービン建屋東側の漏えい防止策については、以

上でございます。

引き続き、Ｈ４タンクエリアにおける汚染水の漏えいについても引き続き説明させて

いただきます。

これももう既に報道等させてございますが、Ｈ４エリアにあるボルト締めタンクの一

つから高濃度の汚染水約３００トンの漏えいが８月１９日に確認されてございます。正

確には８月２０日に漏えい量が確認されてございます。当該のタンクにつきましては、

当初別のエリアに設置したものを移設したものでございます。これにつきましても、当

初別のエリアに設置して水張り試験をしたところ、地盤が弱いということがわかりまし

たので、移設をしたという経緯のあるタンクでございました。

また、漏えいをした汚染水の多くは土に染み込んだと考えられますが、海への流出に

ついても調査中でございます。これは付近を通ります海まで続いています側溝の部分を、

もちろんモニタリング等してございまして、そのエリアの一部で高線量を確認したりし

てございますので、引き続き調査をしておるところでございます。また、当該のタンク

が漏えいした原因についても現在調査中でございます。

その下のところは、どこで漏えいしましたというマップ、それからこれも報道等され

てございますが、右側の写真はそのときにタンクが位置していたところには堰がつくっ

てあったんですが、その堰のベント弁が開運用になっていたということを示しているも

のでございます。

対策の状況なんでございますが、当該のタンクからはもちろん水を抜いてございます。

これは完了してございます。また同型のタンクの全数点検もしてございます。汚染水が

染み込んだ土壌の回収も、これは８月２３日から開始してございます。これは測定しな

がら回収になりますので、結構時間がかかるんでございますが、こういったことのリス

ク低減のための対策を今実施しているところでございます。それに加えまして、パトロ

ールの強化、これは要員を１０名程度から９０名に増やして、また頻度も日に２回から

当該のタンクがあるエリアのパトロールについては日に４回というふうに頻度を増強し

たパトロールで現在実施してございます。

先ほど触れました堰のドレン弁の運用につきましては、これは通常閉に変更いたしま

した。また、海洋に通じる排水口の海側のモニタリングを現在強化してございます。さ

らに今現在、タンクに水位計が全数はついてございませんが、それを代替するものとし

てタンクの水位をはかるのにサーモグラフィーを導入して、これは右側に写真ございま

すが、内側に水がきているところときてないところでは温度が違うということを利用し

て、サーモグラフィーで推移を確認するということで、その水位管理を導入してござい

ます。

今後さらにボルト締め型のタンク、全数での水位計設置、それから水位を遠隔で管理

できるようなシステムの導入、それから溶接型のタンクを増やしていきます。それから
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ボルト締め型のタンクのリプレイス、こういったものについても今、対策を検討してご

ざいます。

Ｈ４エリアの現状については以上でございます。

これは最後に、免震重要棟前ダスト濃度上昇及び身体汚染者発生に関してということ

でございますが、あらましでございますが、８月１２日に免震棟前に設置してあります

連続ダストモニタにおいて、放射能濃度が高いことを示す警報が発生。免震重要棟前よ

りバスに乗車した東京電力社員１０名に、入退域管理棟の退出モニタで汚染が確認され

ました。また１９日にも同様の状況が起こっておりまして、免震重要棟よりバスに乗車

した協力社員の方２名に汚染が確認されてございます。これらの方については、いずれ

も除染して待機で、もろちんホールボディーカウンターも受検して、内部取り込みがな

いことは確認してございます。

この事象につきまして、いろんな観点から調査をいたしまして、当初は待っていた場

所に霧を吹くようなミストの装置があって、そのミストの水が汚染しているのではない

かとか、付近で作業していて、そのダストが飛んだのではないかとか、付近を通った車

が汚染したのではないかとか、あとはモニタの誤動作ではないかとか、いろいろなこと

をもちろん検討してまいったのですが、それぞれにそういったことはなくて、その結果

浮かび上がってきた原因としては、そこに書いてございますが、３号機の原子炉建屋の

上部がれき撤去作業をそのタイミングでしておりまして、このダストが影響してダスト

モニタが鳴ったという可能性がございますということで、当該作業時のサンプリングと

書いていますが、これは要はダストサンプリングを実施してございます。

これが構内ダストサンプリング結果なんですが、ちょっとごちゃごちゃしていて恐縮

なんですが、やりましたことは２２日と２９日に構内ダストのサンプリングをしてござ

いまして、２２日には何もがれきの作業をしない状態。それに対して８月２９日につい

ては、試験的にがれきを動かしている、作業をしている状態でダストをはかって比べた

結果でございます。

ちなみに、風向きでございますが、そこ２２日につきましては南南東の方角に吹いて、

２９日については東側に吹いているということで、それぞれ風下に来るところの場所で

のダストサンプリング結果もあわせて示しているという表でございます。当該の３号の

リアクタービルのオペフロの値という、上部の値というのは表の一番右端になってござ

いまして、それぞれ括弧の中の値という、２列目、３列目がそれぞれセシウム１３４と

１３７の値なんですが、括弧側の値が２２日、それに対して括弧なしの大きな値が２９

日の値で、わかりますことは、オペフロで作業をしてない場合に比べますと、やはり作

業をした場合のほうが線量は高くなりますということは、当然といったら当然なんです

が、そういう結果になってございます。

ただ、このときの作業というのは、開始前に入念に飛散防止材を、要は噴霧をして、

十分気を使ってやった結果でございまして、その結果から察するに、そのほかの場所の

ところではそれほどの違いが見られないということも示しているようなデータでござい

ます。これについては、これも踏まえまして、今後どういった追加の対策、例えばダス

トのサンプリングを恒常的に３号機のオペフロの近い場所に置いて実施するですとか、

あとは飛散防止材の巻き方を工夫する、そういったことの対策について現在、検討中で
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ございますので、そういったこととあわせて、改めまして原因対策についての公表を今

後させていただくということになってございます。ですので、現在のところは検討中な

んですが、今のところお示しできるデータとしてここまでお示しできるということで、

今日ご紹介いたしました。

以上３点でございます。

◎新野議長

福島のいつもいただいている情報に加えまして、視察のときに皆さん、ご自分とご家

族のために懸念もおありでしょうから、特にそういうところの関心の高そうなところを

詳しくご説明をいただきたいということで、今日は特段の詳しいご説明をいただいてい

ます。これは今、視察云々もそうですけれど、ふだんからの何かご意見とかご懸念があ

れば、この質問、意見としてお受けしますが、全部が全部オブザーバーの方に問いかけ

るというよりは、私はこう思うんだけどというような感想や、ほかの委員さんにほかの

方はどう思うかというようなご質問も含めてお受けしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

武本さん、お願いします。

◎武本（和）委員

武本ですが。

今、最後に説明してもらった資料の１０ページの図を見て質問します。１０ページの

下のほうに幾つか絵がありますけれども、その左側の絵。

これですね、左側の絵。国が昨日でしたか。４７０億かけるというのが地盤を凍結さ

せて囲いをする。それは原子炉建屋、タービン建屋が汚染源だから、それを囲うという

話でした。しかし、８月の中旬以降クローズアップされているのは、ここの１、４タン

クとか、ほかにも何カ所も高濃度の場所があるなどということになると、原子炉建屋周

辺を囲ってもその背後というか、山側というか、そこが汚染されていれば、汚染水の遮

断にならないのではないか。

今日の説明は、海側に濃いところがあるから、そこを東電は囲っています、水ガラス

を入れました。ウェルポイントで水を吸っていますという話をしました。そして、その

大もとは原子炉建屋、タービン建屋の地下だと。だからここを凍結させて遮へいするん

だという、こういう説明ですが、その背後にも無数のタンクがあって、それの幾つかが

漏れているらしいというのが今の状況なんでしょう。まず、事実確認です。そうだとす

れば、今言った２カ所の対策は的外れになりませんかということを質問します。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

おっしゃられることはわかります。まず、前段で説明したのは建屋の側の汚染水の海

洋への流出を防止するための対策についてお話して、後半でお話ししたのは、このＨ４

エリアのタンクの漏えいの話でございますので、１個目のところの話で話した対策が二

つ目のタンクの対策になるかといったら、これはならないので、それは話が違うと思っ

ています。ですので、Ｈ４エリアのタンクの漏えいについては、別途の対策を打たなけ

ればいけないというのは我々も認識しているところです。

ですのでご紹介したものも含めて、タンクのリプレイスもそうですし、堰の閉運用も

そうですし、あとちょっと触れませんでしたが、今後、多核種除去設備、こういったも
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のを動かしていくと、こういった高濃度の汚染水を浄化していくことによって、ここに

たまっている水が漏えいするということの持っているリスクを下げてやろうということ

も考えなければいけないと思っていまして、ご指摘のとおりなんでございますが、そち

らはそちらで我々は対策を考えていきたいというのが考えているところでございます。

◎武本（和）委員

国が前面に出て４７０億ですか。そのうちの半分以上がこの原子炉建屋、タービン建

屋を囲うという話だったと思うんです。それはそこが発生源だから、それが漏れないよ

うにしますという趣旨の説明のはずなんですが、その背後地の地下水ももう汚れている

のではないか。そうだとすれば、国が前面に出てやりますということが、不十分な対策

になりませんかというのが言いたいことなんですよ。それは汚染の総量だとか、何かい

ろいろ違いはあるだろうということはわかりますが、基本的に国も東京電力も、順調に

福島は推移していますという宣伝を聞いてきた。しかしこの１、２カ月起きていること

は、何もできてないじゃないかと、こういう思いがあって、そして対策をやるといって

も、的外れな対策になっていないんですかという、非常にアバウトな質問なんで、順調

にいっていないということを言ってもらえば「大変ですね」という話で済むんですが、

ともかく東京電力が敷地を管理できてないじゃないかというのが言いたいことです。そ

して本当にどうなっているかということを、国も含めて正確に把握していないじゃない

か、こういうことが言いたいことなんです。

◎新野議長

意見なので、東京電力さんだけがお答えになることより、また規制庁さんとか、経済

産業省さん、も多く含めて多分意見が上がっていますので、これを関係機関にまたお伝

えいただいて、こういう思いを持っている住民がいますということでお伝えいただけれ

ばと思います。

◎佐藤委員

佐藤です。

幾つかの疑問があるんです。まずは、ここへきてやっぱり３．１１から全然進展して

ないんじゃないかというほど深刻な状況がずっと続いているということだと思いますが、

我々はもう慣らされてしまって、結構何とかなっているんだろうというふうに思っては

いたんだけれども、むしろ海外のほうが大変だということで、すごい報道をされている

というようなことを聞いています。

そういうことからすると、２年半に間もなくなるんですが、そんな状態でまだまだこ

ういう状態が続いているということは、非常にまずいことなんではないかというふうに

思うのと、さっき武本さんがいろいろ言った意見があったので、ちょっと視点が違うん

ですが、これは国もやろうとしていることなんですけど、凍土の遮水壁か何かをぐるぐ

るっと取り囲んで、それでとりあえず漏れだとかいろんなものを押さえるというんです

が、将来的に廃炉までひっくるめて考えた場合に、凍土などというような、溶けて漏れ

るようなもので、５年、１０年もつような状態なのか。恐らく５年も１０年もかかるん

だとすれば、かつてのソ連のように、がちがちと固めてしまって、その後どうするかっ

てやらないと、根本的な解決にならないのではないかなという感じがします。大体、何

年もつか、あるいはそれがしっかりいくかどうかなんていうのは、新聞を見てもわから
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ないわけですよね。それを今後、廃炉に向けてやっていくとすれば、最初から５年、１

０年を見通した中でやらないと、また屋上屋を重ねるだけなのではないかということ。

もう一つは汚染水。たまりにたまっていくわけですよ。それは次から次へとつくらな

ければならないという、次から次へとつくってためるという、そういう状況の中に追い

込まれているというのはわかるんですけれども、それだってそんなに簡単に多核種の除

去装置が順調に動くということもわからないわけですし、相当長期にわたって時間がか

かると思うんですけど、そういう中でもうちょっときちんとしたタンクをつくる。

例えばですね、かなりの長期間にわたって使うんだとすれば、石油備蓄基地で使って

いるようなタンクをきちっとつくって、そこでもってためていくというようなことを根

本的にしないと、それはかなり長期にわたることを前提にして考えないと、今後またそ

れも屋上屋を重ねていかざるを得ないのではないかということですよね。

それと今回の、これは東京電力の問題ではないのかもしれないけれども、今まで言わ

れてきたメニューを国が頑張ってやらなければならないし、東電も頑張ってやってもら

わなければならないというだけの話であって、国がやるのは凍土と多核種の除去だけを

やりますと。そういうのもおかしい話で、本来なら国がやるというのであればやるとい

うように、別の事業体というか一つの組織をつくって、そしてそこで総合的にいろんな

ものをやるということにしないと、結局、あれは東京電力でこれは国なんだみたいなこ

とになっていったら、それも縄張りで、縄張りの境にあるところは一体誰がやるんだと

いうような話でぎすぎすするだけで、話は前に出ないのではないか。

基本的には、この対策に対する認識みたいなものがみんな甘いのではないかという感

じが物すごくするんです、我々、何ていうか、外野席にいてですね。そこへもってきて

言ってみれば、じゃあ東京電力がやっていたものを国がやって、国もそれなりの技術者

や知恵があったり、技術があったり、そういうものとして対応できるのかというと、そ

れはまたそれで弱点があると思う。

だからそうなってくれば、あるいは学者とか、専門家とかそういう者を集めて、それ

でもって一つの事業体をつくってきちんと総合的にやらないと、いつまでたったって屋

上屋を重ねることになるのではないかという、そういう危惧を私はしています。意見と

かはいろいろあるんですが、以上です。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

ご意見ありがとうございます。おっしゃること、本当にひしひしと伝わってまいりま

す。ちょっと申し上げたいことがあるとすれば、国との間、それから専門家の方々との

間が、ぎすぎすしているというのはちょっとお伺いしたんですが、我々今、国ともそれ

から専門家の方々とも、かなり密接に今、物ごとを相談・議論しながら進めているとい

う。しかも、その工程をできるだけ皆様にも見えるような形で進めているということの

努力はしているんですが、恐らくご意見をいただいたことから察するに、そういうこと

がよくまだ見えてないという部分もあるんだと思うので、その辺はちょっと心得ていき

たいと思っております。

◎新野議長

私のミスでトイレタイムを取り損ないました。どの辺のタイミングがいいでしょうね。

腰を折りたくないので、先に発言されますか。
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吉野さん。

◎吉野委員

今の水漏れの件なんですけども、京都大学の原子炉の専門家の小出先生という方が事

故の直後に書いたのに、「燃料は格納容器の下のコンクリートを溶かして地下に潜り込

んでいる状態だと思います」ということで、「燃料が地下水と接触すれば海にすさまじ

い汚染が広がってしまいます」ということを書いてあるんですけれども、これは今、東

電さんとか国とか、こういう状態にもうなっているということでいいわけなんでしょう

か。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

今の海峡内、発電所のすぐ１～４号の手前側の海に先ほど汚染がまだあると、１０２

ベクレルです、その程度の１乗から２乗ベクレルのオーダーのセシウムなりがまだ出て

いるということが、先ほど事実としてお見せしましたけれども、それはただ、今の汚染

水の濃度から考えると、非常に少ない量、１トン以下、日量にすると数十から数百リッ

トルぐらい漏れるとそのぐらいの、要は汚染の濃度にはなり得るという試算はしてござ

います。

申し上げたいことは、先ほどお示ししましたように、まだ汚染水が一部海側の地下の

構造物なんかにたまっているような状況があるので、そういったところからの漏えいみ

たいなものは当然可能性はあると思っています。ただ、今もってプラントの本当の中心

のところの原子炉の下から汚染水がだくだくと流れていてという状況ではないと思って

いまして、その根拠としては、海の汚染の濃度が、そうであればもっと高くなければい

けないと思うんですけれども、そこまでの濃度ではないと思っていますので。やはり、

もちろん今もって濃度が見えますので、全く漏れていませんということは言うつもりは

なくて、それは漏えいが懸念されるという状況にはあるんですけれど、大量放出してい

るような状況かというと、そうではないと思っています。

◎新野議長

吉野委員さん、よろしいですか。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

ちょっと補足していいですか。

◎新野議長

規制庁さんの補足。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

ちょっと規制庁から補足させていただきます。炉心の中というか、格納容器の中がど

ういう状況なのかということについては、現在も東京電力さんのほうで調査方法をいろ

いろ考えたり、カメラを入れたりとかしていますが、現状どうなっているのかというの

は確認ができていないというのは事実です。

一方で、コンピュータ解析による水がどのくらい入れられたかということも含めて、

１回東京電力で解析をしています。解析の結果としては、１号機が一番侵食が進んでい

るんですけれども、マーク１タイプですので鋼製格納容器ですけれども、その部分まで

は達していないという解析結果になっています。一方で、測定データとして見る形にな

るんですけれども、建屋の回りにサブドレンという、通常運転中だと地下水をくむ井戸
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があるんですけれども、そこの測定を東京電力でやっています。そこの測定結果として

はセシウム濃度がそんなに高く上がってきておりませんので、地下水に触れていて、地

下水に炉心、溶けている溶融物が触れていて地下水にいっているという兆候は、そこの

測定データからは見えていません。そういう状況になっています。

◎吉野委員

中の状況はちょっとまだわからないということで、非常に不安な状態だと思うんです

けれども、さっき言った小出先生のお話では地中深くにも障壁を張りめぐらせるしかな

いでしょうという提案をしておられて、これはもう事故直後の１１年ですかね、に言っ

ておられて、そしてところがそれには莫大なお金がかかるんで、東京電力はそういうこ

とはできない、提案はしているけども、要するに地下水とスルーダウンした燃料の接触

を断てるような構造物を地下につくるということ、それがもう２年くらい前にもう一部

の専門家から指摘されているんですけども、そういうことが、中がわからないとなれば、

早目にやらなくてはならないことなんではないでしょうか。わかったときにはもうどん

どんその範囲が広がって、それこそ広い範囲をこういう工事をしなければならないとい

うことになるんで、そういう障壁といいますか、そういうものをしっかりつくるという

こと、これはもう東京電力さんだけではできないことで、要するに国として、それこそ

莫大なお金をつけてやることを決断しなければならないところへきているんじゃないで

しょうか。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

ありがとうございます。先ほどの規制庁の方のご意見もありがとうございます。

申し上げたいのは、もちろん壁をつくるような、実際に今、工事もしてございますし、

そういったことのさらに追加で壁をつくるですとか、そういった大がかりな工事の検討

もしてございます。もちろん、そういったことにお金がかかるのも事実ですし、それを

指しておっしゃっているのであれば、それがないもののように言うことは当然できませ

んので。

ただ、申し上げたかったことは、先ほどの規制庁の方のご意見にもありましたけれど

も、全てがめちゃめちゃに壊れてしまっていて、もうどうなっているか全く皆目わから

なくて燃料が溶けてしまったというよりは、地中深く埋まってしまっていてというよう

な状況にはなっていないというふうに推定しているのも、これまた事実でございまして。

もちろん平たんな道ではないんですが、今何とか溶けてしまった燃料デブリの、要はサ

ルベージから含めて対策をとろうとしているところでございますので、我々はそういっ

たことが全て何もかも不可能でもうどうにもならなくて、なるようにしかならないとい

うふうに考えているわけでは決してございませんで、その辺について中長期のロードマ

ップにも示した上で取り組んでまいっているというところだとご理解いただければと思

います。

◎吉野委員

クリアするのが難しい大変な課題になっていると思いますので、これでまた原発再稼

働なり、それを進めるということで今の政府は進めようとしているみたいですけども、

とてもそんなことをやれる状況ではないと。やっぱりはっきりもう脱原子力といいます

か、するということをすごく急がないと、もうそれどころではないという大変な事態で
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はないかという感想を持ちました。

◎新野議長

手が挙がっていらっしゃる方がいましたか。もし関連なら続けてお伺いして、もしち

ょっとニュアンスが変わるならトイレタイムにさせていただきます。今の関連でよろし

いですか。

◎内藤委員

質問します。１～４号機の原子炉の地下には循環で冷却する、海水取り込んで冷やし

てまた海に出す配管が２本ずつみんなついていて、そこから原子炉圧力容器の中で溶け

た燃料とかがみんな海に垂れ出ているんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうな

っているんでしょうか。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

炉の中の燃料が溶けて、圧力容器が損傷して一部燃料が溶けているものが格納容器に

出てきて、一部のものはその格納容器の下のコンクリート等と反応してというようなこ

とになっている可能性がありますというのは、そのとおりだと思うんですが、基本的に

は今、大循環といっていますが、そこに水を流し込んでその水でもって一部は壊れてし

まっている燃料も冷やし続けている状態で、かつその水というのは、非常に今までと違

って大きな範囲に入ってしまっているんですが、それでも原子炉建屋、それからタービ

ン建屋の建屋の中の水として今一応おさまっていると。それを回しながら冷却している

という状態であるということも、我々そうだと思ってございます。

ですので、その水が大量に、要は海に流れているだとか、そういったことはないとい

うふうに考えてございます。

◎新野議長

見解はそうだそうです。

じゃあここでちょっと５分程度よろしいですか。また引き続きご質問やご意見を伺い

ますので、お願いいたします。

（休憩）

◎新野議長

では、引き続き質疑を始めさせていただきます。続けますのでお願いいたします。

髙橋さん。

◎髙橋（優）委員

汚染水の海への流出問題についてを中心に思っていること、質問も入っているかもわ

かりませんけども、答えていただければありがたいと思います。

この汚染水の海への流出問題は国内ばかりじゃなくて海外でも非常に大きな問題にな

っているというふうに私、理解しています。例えば、今日のこのロードマップの２番目

のところには、この書き方そのものはちょっとよくわからないところがあるんですが、

前回までは、あるいは前々回までは、今でも１、２、３号機から毎時１，０００万ベク

レルを超える放射性セシウムが出ているということで記載があったんですが、今回は、

ちょっと同じことを言っているのかどうかわかりませんが、ちょっと書き方が変わって

いるようには思うんですが、それでもセシウムが出ているということは、これではわか

ります。空にも、それから海にも、陸にも出ているわけですよね。このことを海外メデ
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ィアは捉えて、例えばアメリカのＣＮＮ放送は、この原発の実態を「恐怖の館」だと、

こういうふうに表現して専門家のコメントも伝えていることは皆さんも承知だと思いま

す。私、経済の問題でも原発でも、全体図や問題点が本当に国民に正確に知らされてい

るんだろうかということをこの間、感じました。不都合な真実は隠せと、政権党のため

なら何でもする、こんなふうにも感じました。全く用心しなければだめですね。

その何よりの証左は参議院選挙の投開票日の７月２２日に突然、海の潮位と井戸の地

下水の変化を分析した結果、汚染水を含む地下水が海に流出しているんだと、７月２２

日発表して各紙は２３日に発表していますけれども。実はこの事実は選挙前に判明した

わけですよね、この前のときにもお認めになりましたけども。東電は１８日、投開票日

の３日前ですけれども、経産省や規制庁に海洋流出を裏づけるデータを提供したと説明

したそうなんですが、茂木経産相は東電の説明は流失を裏づけるデータが東電社内に存

在するという内容で口頭だったと、こうも説明しているんじゃないですか。さらに、放

射能汚染水のタンク部分からも海に流出をして、陸も海も空も汚しているわけですよ。

その汚れた汚染水の中で東電も政府も泳いでいると、こういうふうな構図が私には見て

とれます。

この当時といいますか、資源エネルギー庁の、当時といいますか８月７日のことです

けども、資源エネルギー庁の原子力発電所事故収束対応室の新川達也室長という方がお

られますよね。この方は東電から海洋への２年間漏れ続けていたという報告を受けたと。

つまり、事故直後からずっと漏れていたということがわかっていたわけでしょう。私、

本当にこういうことを聞くにつけて、原発でも経済でも、その全体像が本当に国民に知

らせているんだろうかと、つくづく本当に思うわけです。

事故当時、事故対策司令塔だった東電とつくった「政府・東京電力統合対策室」とい

うのが、今現在もあるのかどうかわかりません。ここは２０１１年４月から６月ごろに

かけて、汚染水の防止対策を議論して、陸側と海側に地下水の遮水壁をつくることを検

討したんじゃないですか。しかし、結局、政府と東電は遮水壁は海側のほうに、水ガラ

スの能力というのはどういうものなのか、実際物がどういうものなのかって、全くわか

りませんけれども、陸側につくらなくて海側だけにつくるとした。なぜか。なぜなんで

すか。東電が政府に渡したとされる･･･

◎千原委員

重複したものは。すでに回答されているものは･･･

◎髙橋（優）委員

ちょっと待ってください。違う角度になりますので。１１年の６月１３日付の文書、

関係者に東電が政府側に渡したとされる文書があるということなんですが、これが明ら

かになっています。

これによれば、陸側遮水壁は設計次第では１，０００億レベルになる可能性がある。

厳しい財務状況の中、１，０００億円レベルが必要となれば、市場から債務超過にまた

一歩近づいたと厳しい評価を受ける可能性がある。これはぜひ回避したい。これは東京

電力も国も、そういう思惑があったんじゃないでしょうか。その結果、その後、汚染水

が海に流出し、今になって陸側の遮水壁もやっているそうですが、汚染水対策、コスト

優先の結果、そのつけが回ってきた。つまり、コスト優先にしちゃったから、そのつけ
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が回ってきたんですよ。そうは思いませんか。

私、東電もその結果、結局、東電も政府も汚い汚染水の中を泳いでいるんだと。こう

いう結果をぜひ将来的には改善していただきたい。

以上です。

◎新野議長

前田さん。

◎前田委員

前田です。

今のお話もありましたし、先ほどの吉野先生のお話にもありましたけども、もし海外

の評判がそんなに気になるんだったら、そういう質問はおやめになったほうがいいです、

まず第一に。

２番目、それから髙橋さんの質問もそうですけれども、現実にはつくるという段階で、

今までまだでき上がっていないというだけの話であって、それでやめたという話はどこ

にもないし、何千億円かかるから国の誰かが言ったという話もありません。そういうの

は皆さんのお考えで言うのはいいけれども、こういう席では事実でないことは言うべき

ではないと私は思います。

事実を言います。私は個人の立場として申し上げますが、福島と新潟、それ以外のと

ころの原子力発電所も、法にのっとれば順次、着々と再稼働すべきだと思います。それ

が民主主義です、基本的に。いろいろな問題もあるし、それからいろいろな視点もある

とは思いますけれども、東京電力も国も何とかしようということでは、全く同じなわけ

で、協力してやっているわけですね。それを政治の責任だとか、そういうふうにはねじ

曲げてほしくない。政治のことを言えば、じゃあ菅さんはいまだに事情聴取にも応じな

いんですよ。そういう状況もあります。ですので、ああでもない、こうでもないという

話題提供されるときには、ちゃんと事実のことを積み上げましょう。そうでないとやっ

ぱり話がどんどんエスカレートするだけで、中身がなくなります。よろしくお願いした

いと思います。

◎新野議長

伊藤さんお願いします。

◎伊藤立地地域部長（東京電力）

東京電力の伊藤でございます。

先ほど髙橋委員からお話あった件でございます。実は前月も私、全般の部分について

ご説明させていただきました。確かに６月１８日にデータ的に大丈夫かなということは

ございましたが、確信が持てないということで、種々のデータを全部集めてから発表し

たというのが事実でございます。ただし、それについては反省点がございまして、きち

んと不確かなものであっても、そういうことがあるんであれば、きちんと早目に発表す

べきであったという反省点はございます。決して参議院選を意識したものではございま

せん。そのことだけはきちんと申し上げたいと思います。

それから、陸側の遮水壁の問題、これはそういった検討がなされたことはございまし

た。ただ、地下水の水位の問題と建屋の水位の問題で、どうしても建屋の中の汚染水が

地下水の水位を下げると、そこから漏れてしまうんじゃないかという懸念もあって、断
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念したというふうに私は聞き及んでおります。これは正確にはまた確認したいと思いま

すが、お金の問題が主な支配的な要因で決めたことではないというふうに考えてござい

ます。

◎新野議長

ありがとうございます。

ほかに。内藤さん。

◎内藤委員

今、千棟のタンクがいっぱい並んでいるんですけど、みんな汚染水が入っているとい

うふうな話にはなっているんですけど、普通の水が汚れているみたいなイメージで汚染

水というふうには言っているんですけど、中に入っているのっていうのは炉心とかを冷

やしたやつが多分いっているんで、ちゃんと考えればわかると思うんですが、死の灰が

溶けたやつが入っているというふうに私は思っているんですけど、その辺がどうなって

いるかというのを聞かせてください。

それと、こういうふうに海に放射性のそういう水とかを流す場合、ＩＡＥＡにいつか

ら、どのぐらいのものが、どのぐらいの量流れていて、今どうなっているかというのを

報告するという法律があると思うんですけど、国の人はその辺報告しているのか聞かせ

てください。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

１点目のご質問についてお答えしたいと思います。

今現在、タンクにためております水は、一旦、建屋から滞留水をくみ上げて、それを

セシウムの除去装置を通して、その後、漏れた当該のタンクの水というのは、さらに塩

分、脱塩装置を通して、そのときに脱塩された側の濃い塩水がいく側の、その水をため

ているタンクでございます。ですので、確かにご指摘のように、全く含まれてないとい

うつもりはございませんで、セシウムの除去をした後、ですからまだストロンチウム等

は含んだ水が入っているというのはそのとおりでございます。ただ、汚染水そのものが

入っているということではございませんので、その点だけはと思いました。

その水についても、先ほども申し上げましたけれども、多核種除去設備を起動いたし

まして、早急に残りのストロンチウム等についても取るという工程も早く動かしたいと

いうふうに考えてございます。

以上です。

◎新野議長

もう一つのご質問。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

ＩＡＥＡの報告ということですけれども、正式な報告という形ではこの間、ＩＮＥＳ

の評価を行っておりますので、こういう形で、どういう形の量が漏れていて、レベル３

であるという形でＩＡＥＡに通報していますし、ＩＡＥＡを通じて各国に通報がなされ

ているという状況です。あくまでもこれは施設から漏れていると、今３００トンという

形の評価になっていますけども、ただ、その３００トンが本当かどうかというところも

まだ確定はしていない状況ではありますし、暫定評価という形ではありますけれども、

通報はされています。
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一方で、それが全部海に出ているとかっていうと、そういう状況ではなくて、港湾の

中の部分というのはかなり高いレベルになっていますけれども、港湾の外についてはそ

れほど高いレベルの放射性物質の拡散という状況では、今はなっていないということで

すので、その辺を含めてきちんと海洋モニタリングをきちっとやった上で、そのデータ

を評価をやる必要があるということで、規制委員会では海洋モニタリングの委員会を立

ち上げて、そこできちんと評価をした数字を、きちんと表に出していこうということで、

今進めているところでございます。

◎新野議長

内藤さんは今のでよろしいですか。

追加ですか。

◎髙橋（優）委員

水ガラスの性能と汚染水タンクの耐震強度等について教えていただけませんか。特に

水ガラスは、どういうものでどういう性能を持っているのか教えてください。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

水ガラスにつきましては、通常のケイ酸ガラスの素材のものを地中に打ち込んで、そ

この部分の土の透水係数、いわゆる水の流れにくさというのを、普通、地下水がたまっ

ているその下の不透水層と言われているような水の通りにくい層がございますが、その

不透水層と同じ程度の透水係数にまで下げるというような性能を有しているものだとい

うふうに考えてございます。

あともう１点、汚染タンクのほうですが、耐震性能につきましては、タービン建屋と

同等の耐震性能だということでございます。一般構築物に対して、水平地震力で比較す

るとたしか１．５倍程度の耐震性能があるものだというふうに考えてございます。

◎新野議長

複数のご質問、たくさん出ているんですが、まだ全然発言されてない方がもしおいで

ならば、もうちょっと違う方向の意見やご質問も伺いたいので、あわせて複数の方も受

けますけど。

ちょっと待ってね、佐藤さんがどうでもというので、ちょっと発言させていただいて。

◎佐藤委員

すいませんが、タービン建屋東側の地下水調査という、この説明資料の中の最初の１

ページ目なんですが、これは７月７日までしか出てなくて、２カ月近くないんですよね。

南側放水路付近というのは、Ｈ４エリアから漏れたのがここに出て、多分、少しレベル

が上がったというふうな感じで聞いているもんですから、ちょっとこれでは古いという

か、７月７日というのはちょっと古いのではないかという、そういう感じがします。

それから、さっきから再三言っているんだけど、いろいろ意見が出ているんですけど、

遮水壁の話。１号機から４号機まで囲うという話。それは５年とか１０年とか見越した

ら、もう屏風みたいにしてきっちり囲わないと、どっちみち隔離してしまわないと、将

来的に廃炉に向かう準備のときには、何だかんだと言って、地下水が下がるとか、上が

るとか言っていることよりも、ちゃんとしなければ廃炉に向けた作業なんかできないん

じゃないかと思うんですよ。そういう意味では、前に、既に２年ぐらい前にその計画が

あって、株主総会の前にやめたとかやめないとかという議論があるんだけど、それはつ
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い最近、かつての福山さんがテレビに出て、もう記者会見の発表の寸前にいってから東

京電力がやはり反対をしてやめたという話が、本人から直接インタビューしているのが

出ていましたから多分あったんだろうと思うんで、それが地下水が下がるとか上がると

かということでやめたのか知りませんけれども、どっちにしても将来的には廃炉に向け

てはきちんと隔離しなければ物は進められないのではないかということだけは、そのう

ちに明らかになるんだろうと思います。

◎新野議長

今の意見で。回答されますか。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

すみません。まず申しわけございません。示されているデータのステータスが古いと。

７月までしか示されてないという点については、改めてお示しさせていただきます。南

放水口付近のデータについては、今サンプリングを強化していますが、海洋での著しい

変動等はないというふうに確認してございます。その点につきましても、次回に説明を

させていただきたいと思います。

あと、すみません。後半はご意見なんですよね。

◎新野議長

でも回答をいただけるなら。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

遮水壁の件につきましては、もちろん将来的に止水をして燃料デブリを取り出してと

いう工程に移っていかなければいけませんので、したがいまして、そのタイミングでは

水の問題も解決しなければいけないというのは、我々も認識しておるところでございま

す。

◎新野議長

はい、じゃあ石坂さん、お願いします。

◎石坂委員

石坂です。

それでは、気分と話題を変えたいというようなところでありますけれども、前半と言

いますか、福島第一原子力発電所視察のことについての説明をいただいておりましたけ

れども、以前かのこの視察の計画があって、つい先日、ちょっと小耳に挟んだ話であり

ますけれども、今回説明がありました免震重要棟前のダスト濃度上昇というようなトピ

ックがあって、実際に１Ｆの免震重要棟の見学を、中に入るのを取りやめようじゃない

かというような話があったということをちょっと小耳にいたしました。私は絶対にそれ

はやるべきであると。免震重要棟の中の見学を絶対にすべきであるというふうに思って

おりまして、そういう方向でいくようになったことを大変うれしく思っておるところで

あります。

以前私も、昨年でありますけれども、行ってまいりました、第一発電所、それから第

二発電所へ行ってまいりましたけれども、やはり何が一番感銘を受けたかというと、非

常に厳しい環境の中で、本当に最前線で作業を行っている作業員の方々の本当に頑張り

と、それこそ士気とモラルと。モラルといいますか、士気と仕事に対しての誇りという

か、そういうふうなことに非常に感銘を受けました。今、まさにタンクの漏えい水であ
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ったりとか、非常にやはり厳しい状況が、環境が続いておりますけれども、やはりそう

いった中で、本当に前線で、最前線で作業していらっしゃる方の、本当に息を感じてい

きたいというふうに思っておるところであります。

実際に今の説明を聞きますと、大体何となくダスト濃度の上昇の原因もわかってきた

ようでありますし、もしそのことによって例えば外部被ばくの可能性があると。そのた

めに、それを除染するために時間がかかるということなのであれば、あとの、極端な話、

第二発電所の予定を変更しても、やはり第一発電所の免震重要棟に行きたいということ

であります。そういうふうな方向になったということを大変うれしく思っております。

◎新野議長

ありがとうございました。

関連ではなくて、新たな……。今の石坂委員のご意見では、前回の運営委員会と今日

の定例会の間に、いろんな情報が紙面も含めてありました。委員さんの中にもわからな

いために、いろんなご懸念の要望やご意見がありました。これをやめるとかやめないと

かよりは、きちんと、何もしないでこのままいくわけにはいかないというのが私と事務

局の立場ですので、いろんな情報収集をいたしました。

今日、重ねて東電さんには、どんな質問が出てもお答えいただける姿勢があれば、皆

さんが安心して出かけられるだろうというので、厳重なお願いを何回も重ねて努力して

いただいています。私も事務局もまた個別に専門官のところにも問い合わせをしていま

すし、２、３件の情報もとっています。この技術的な面を言えば、安全でないという話

はないだろうというような大方のご意見でした。

ただ、やはりルールをきちんと守ってしかるべき行動を取るというのが前提であると

いうことなので、私どもがそれに従っていれば、多少の前後の時間の調整はあるかもし

れないけれど、おびえるほどの危険はないはずだということですので、今後のまだ情報

の推移もありますので、決定は今日の段階ではこういうような流れで決定をさせていた

だくことで、大丈夫だろうという情報でおります。

この後、また新たな情報が出ましたら、その都度、きちんとした対応と協議を重ねて

いって、当日を迎えたいと思っていますので、皆さんもご懸念や新しい情報があれば、

いつでも事務局に申し出ていただいて、それに対する対応はもう万全を期して取ります

ので。ただ、ルールに従って行動をしていただくということだけ確約いただければ、ま

た、どうしてもここに入りたくない、体調が悪いということのお申し出は、当日全て受

け付けていただけるという確約を東電さんからもいただいていますので、全ての対応は

事務局が滞りなくしていることだけご報告させていただいて、今後も引き続き、同じよ

うな緊張感を持って対応していますので、何事でもあれば、ご不安があれば問い合わせ

をよろしくお願いいたします。

じゃあ、あと髙桑さんかな。あとまだ全然発言されてない方が大勢いるので、時間が

押していますので、髙桑さん、簡潔に。

◎髙桑委員

私は新規制基準と柏崎刈羽原発について意見を述べたいと思います。

東電では柏崎刈羽原発について、国の審査を受け、評価をもらい、安全を確認したい

ということをおっしゃっておりますけれども、私は今の新規制基準の全てを見渡して言
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っているわけではありませんが、たった一つのことをとっても、安全を担保してもらえ

ないんではないかというふうに考えています。それはシビアアクシデント対策の格納容

器破損防止対策です。義務づけられた格納容器破損防止対策ですね。先回も質問しまし

たけれども、その対策例のたった一つの例としてフィルタベントが挙げられたと。その

フィルタベントについては、それこそ、ここでも説明を受け、東電の説明会でも説明を

受けました。どう考えてみても、これは立地地域と立地地域の住民が被ばくを逃れられ

ないという設備だというふうに考えざるを得ません。

例えば、東電の説明会でフィルタベントの運用についてというところで、希ガスが通

り過ぎる間、一時的な待避は必要であるということで、避難が必ず必要ということを言

っています。フィルタベントの性能についても、１，０００分の１とおっしゃっていま

すけれども、どこまで実証されるのかということについても不安です。もし、地域が放

射能で汚染され、被ばくされるようなことがあるとすれば、それはもう本当に取り返し

がつかないわけです。東京電力も含めて、国の審査にといいますけれども、国の審査の

中身自体に私は立地地域の住民の安全を担保するものが欠けているんではないかと。フ

ィルタをつけて低減すると言いますけれども、それは例えば東京とか遠くのところには

低減の意味があるかもしれませんけれども、ここではそれはなかなかそうはならないん

ではないかと。避難が必要だということも東京電力は言っていますけれども、じゃあ避

難についてどうかというと、これは少し予測してみても、避難は非常に困難です。

そういうことを重ね合わせると、この格納容器破損防止対策として、フィルタベント

が対策の一つだよというまま、例えば東京電力もそれでやっていこうと言っているわけ

ですが、これは繰り返しになりますが、地元の住民にとって決して安全な対策ではない

というふうに考えるんです。危険が予測されるものを次の世代に渡すという、危険が予

測されるということについて、それは見過ごすわけにはいかないと。

結論は、私はシビアアクシデントの格納容器破損防止対策として、閉じ込めるよと。

格納容器の機能である放射能を閉じ込める機能を、ベントで離すよというのではなくて、

格納容器破損防止の対策として放射能を閉じ込めることができるという対策ができるま

では、私はここの再稼働については決して進めてほしくないと、そういうふうに強く思

います。

とにかく立地地域の住民の立場というのが、今回の規制基準の中では非常に軽く扱わ

れているんではないかということをずっと考えています。意見です。

◎横村所長（東京電力）

発電所長の横村でございます。

いましがたのお話でございましたけれども、私も同じ思いでございます。この地を理

由のいかんを問わず、あのような福島の事故と同じ目に遭わせて、そして皆さんがご帰

還されずに、大変なものを失ってしまうということには絶対したくないというふうに思

っております。

それで、フィルタベントにつきましてですが、やはり事故は起きるんだけれども、フ

ィルタベントをつけたからいいですというふうに、したがいまして言うつもりはござい

ません。我々としては、先ほど深層防護のお話も出ておられましたけれども、やはりこ

れまでに加えて幾重にも安全対策、あの１Ｆから学んで、それを施して、さらにそれで
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もそこに安住をせずに、フィルタベントをつけることで、さらに万万が一のことがあっ

ても土壌汚染は何としてでも避けたいと、そういった考え方で今、安全対策を進めてお

りますので、そういったものをトータルでやはり邁進させていただきたいというのが、

我々の今の考え方でございます。ぜひご理解いただければと思います。

◎髙桑委員

もう一つだけ。今、そうおっしゃってくださるんであれば、格納容器破損防止対策と

してフィルタベントではなくて、閉じ込めることができる対策ということをぜひ研究し

て、それのほうで進めていただきたいと思います。

◎新野議長

ほかにご意見が、川口さんですか。

◎川口委員

私、福島に行けなくて申しわけないんですけど、昨年暮れに見せていただいて、実際

問題、現場ではすごく一生懸命やっていると思います。その中で、やっぱりこの地下水

の漏えいという問題は本当に残念だなとは思うんですけど、やっぱり国が今度は前面に

出てやるということは、非常にいいことだと思いますので、国と東電と協力して、しっ

かり対策を練ってやっていってもらいたいと思います。

あと、いろいろな人のご意見もありますけど、それぞれ意見は違うと思いますけど、

本当にさっき前田さんが言ったように、１人の人が書いたものを言って、ああだこうだ

と言ってしまうと、その意見が一人走りしたりして、かえって風評被害になったりする

んで、その辺はきちっと精査して言っていただきたいなと思っております。

以上です。

◎新野議長

ほかに。桑原さん、じゃあ次、徳永さん。

◎桑原委員

桑原でございます。

先ほどから汚染水の漏えいの問題がいろいろ出ておりますが、これは原発をどう思う

かということに全く関係なく、一日も早くやはり収束するということは、どなたもこれ

は考えていることで、その方法がどういう方法を取ってどうやるのかというのは、やは

りこれは我々は一日も早くやってくださいよということ以外に言いようがないんじゃな

いかと思うんです。それで、やはり佐藤さんも言われたように、少し進捗度が遅かった

というのは、これは前政権ですか、民主党が批判を恐れるために全部東京電力の責任だ

というようなことで、前面に出てこなかったということも、私は個人的には考えており

ますけれども、それはそれとして、一日も早く収束してほしいとは思います。

それで全く話は変わるんですが、今日も昨日も竜巻、それから集中豪雨、これ本当に

日本に多いですよね。その原因は何だかと言われると、マスコミでは解説する人が、地

球温暖化のせいだというふうにどなたも言っているわけですが、じゃあその温暖化の原

因が、やはり原子力発電所を停止をして、火力発電所をフルに運用しているという、そ

ういう原因も一理はあると思うんです。やはりそういうことから言えば、原子力発電所

の持つ意味というのもあるわけですし。もちろん、皆さんは福島の事故を考えて停止し

てほしいとか、廃炉にしてほしいという意見もあるとは思いますけれども、安全対策を
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十二分にして、国の基準によって審査を受けて運転することと、福島の事故とをごっち

ゃに考えるべきではないんじゃないかなというふうに思います。

◎徳永委員

感想です。結果論ですからもうどうしようもないんですけど、タンクからの汚染水の

漏水ですか、今日の資料にもありましたように３００トン。３００トンということは３

００立方メートルですね。一気にタンクが破壊してなくなったとすればきっと気づいた

かもわかりませんが、いずれにしても３００立方メートルも漏れたことがわからなかっ

たということが、どう考えても私、不思議でならないのですが。まあ、先ほど対策とし

て頻度と体制を強化するということですから、今後はないと思いますが。これが発見で

きなかったことがとても不思議でなりません。感想です。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

ご批判はもっともだと思うところもございます。３００立方メートルというのは大変

な量でございますので、それがなぜ漏れていて気がつかなかったのかということについ

ては、いろいろな原因があると思ってございますが、先ほども説明いたしましたとおり、

反省すべきこと、水位計がついていなかった件ですとか、あとはタンクから漏れたらす

ぐに堰から出てしまって、さらに外に漏れてしまうという状況になっていたんではない

かと。そういったことについても対策を打っていく。改めるべきは改めていくというこ

とで考えてございます。

決して言いわけをするつもりはございませんが、以前に考えておりました、我々とし

てはタンクの漏えいというのが日々のパトロールでにじみ程度のもの、それから少量の

リークがあった場合に線量、それから目視等で判断できるというふうに考えていたとこ

ろが、甘かったというご批判は本当に受けとめたいと思いまして、それに対しての対策

は今後、打っていく所存でございます。

すいません、以上です。

◎新野議長

千原さん。

◎千原委員

千原と申します。

皆さん、福島については関心や、それから心配がいっぱいあると思います。これはみ

んなそうだと思います。ただ、この会で延々と福島のトラブルの議論を毎回毎回やるの

かということが、どうも疑問に思っております。この会の、私、毎回来る前に会則を見

るわけですけども、例えば先ほど髙桑さんが質問したフィルタの件、これ非常にいい質

問だと思いますね。柏崎刈羽に関してやるものですから。

ただし、今、福島の件に関して国が援助している、その国のやり方が下手だとか、ま

ずいとかっていう、それは単なる意見であって、方向性とか何かを求める会ではないわ

けですから、質問を我々が今、東京電力さんが同じ福島も柏崎刈羽も持っておりますの

で、福島はどうだという質問をして、その質問に対して説明を受けて、我々が意見を言

うとか、いろんなことを言うのはいいんですけども、要求までは、ましてや国に対して

の要求までは、この場でこの会の趣旨としていいのかどうかというのを毎回思っている

わけですけれども。さっきの関心とか心配とかいろいろあるのについての質問事項とか
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そういうものはいいんです。話がちょっとあれですけど、柏崎刈羽にそれがどう影響す

るのかということを大いに議論していきたいと思うんです。

そういう意味で、少しその会の時間の運営とかというものを考えていただきたいとい

うことと、もう一つ私、少しブランクがありましたけども、私が今から５年前にあった

ときは、資料提供とか、数値だとか、いろんなものを要求するときには、個人の要求で

はなく、会全体として要求しましょうという意見がたしかあったはずだと思います。今、

そういうものがまた崩れてくるのかどうか、私がいない間になったのかどうかわかりま

せんですけども、どんどんあの資料出してくれとか、あの数値を教えてくれとかって、

その数値を聞いて、個人はいいかもわからないけど、全体的にどういうメリットがある

のかということで東電さんとか、規制庁さんとかに、私は質問したほうがいいかと思い

ますので、資料は提供、それから数値指示は、会として要求すべきだと、元に戻って、

というふうに思います。

そういうことです。

◎新野議長

もともとここの会はどなたが何を言おうと権限がありませんので、強制力はありませ

ん。ですので、意見とか要望とかは大いに言えますけど、でもオブザーバーの方は心得

ていらっしゃるので、きちんと対応してくださっているとは思います。考えとか、自由

な発言は認められていますけど、決して何かを要求したから、それができなかったから

どうこうというような形にはならないので、それは皆さんご理解していると思います。

もう一つ、資料のほうは千原さんが途中でおいでにならなくなってからかと思うんで

すが、中越沖地震後に議論が山積しまして、その以前は、今１カ月１回でやる定例会の

中の議論が多分、半年ぐらいかけてやっていたんですね。それが非常に濃密で、しかも

レベルの高い話が続きまして、意見があっても言える時間が残らないということが度重

なったため、事務局が事後でも受け付けるというような、意見書という書面をつくりま

した。その書面は、一人歩きはしないで運営委員会に全て運ばれるシステムになってい

ます。運営委員会の中でこれにこたえる意義があるのかないのかを精査はしています。

ただ、もともとのこの会の生業からして、透明性を確保するという観点から、当初、

東電さんとのやりとりの中で、核防護や、企業の存続にかかわるような高い次元の秘密

事項以外は、全て市民に対して公開するという約束事があったもんですから、その観点

から外れているか外れていないかという精査をしています。聞いてわかる、わからない

という判断はまた別物なので、それは今のところしていないので、こういうことは聞い

てはならないだろうということに該当すればとめおきますし、別の言い方をしていただ

いたりするんですが、それ以外のご質問に対しては、できる限りお答えいただけるもの

ならお答えくださいという形で要求しています。それを一々読み上げるとまた理解不能

だったりするので、文書回答ということをいただいています。

それが途中で大きく変わった経過です。福島以後は特に、別の技術的やグローバルな

議論も必要になってきて、なお議論の時間がないので、それがまた改善できていません

けれど、一番は東電さんとの関係や、自治体との関係も全てエネルギーの政策とかいろ

んな法則とか、ルールに基づいて議論すべきところが今エネルギー施策が全くつくられ

ていないという現状ですので、当面は大まかな中で議論を遂行するしかないだろうとい
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うのが運営委員会の今、考え方です。この後、徐々に方向性が示されていけば、その法

則にのっとって、防災もそうですけど、そういう議論とかみ合うような議論がやっとで

きるステージに来年ぐらいから入るのかなと願っています。それまでは今までの、こう

あるべきことが全て前提が崩れていますので、制約は課さないという議論がここ２年ぐ

らい続いているかと思うんですが、これはやむを得ない過渡期の中で、私どもも苦しみ

ながら、そこにおつき合いをしなければならない立場なのかなというのが運営委員会の

中で、大枠で合意をされているところです。

本来、私たちの会がつくられたときと、２年おきぐらいでしょうか。大きな事象が余

りにも起き過ぎて、枠をかなり踏み出してはいるんですが、もともとここはコミュニケ

ーションで賛成・反対の議論の場ではないので、お互いに考え方を述べ合って、お互い

の、この人はこういうことに関心があるのかとか、こういうことに懸念があるからこう

いうご意見をおっしゃるのかということを理解し合いながら、時折オブザーバーの方に

も問いかけたり、回答をいただいたり、事実誤認があればそこで訂正をいただくという

ような市民レベルの会話を修正していったり、発展させていくというのがここの会のシ

ステムですので、議論できない内容は特に持たないという姿勢ではおります。

またこれは今月の視察の行き帰りでも多分引き続きバスの中でも、こういう議論が重

なると思っていますので、皆さんいろんなふうに、またご意見をまとめておいていただ

ければと思います。

まだご発言されてない方が、何もない方はないとおっしゃってくだすっていいですよ。

◎中原委員

中原と申します。

私も何か、少し感想を言いたいのですけれども、私もここ三、四年、年１回は福島に

行くんですけど、福島のあの避難生活をされている方の現状というのは、行ってみると、

聞いているのとはやっぱり違いますので、もう２年半になりますよね。それがまだ仮設

にいなければならないという現実ですね。それを何か国も電力さんも、もう少し考えて

ほしいなと思います。新聞とかそういうのを見ると、なかなか進んでないじゃないです

か、除染にしても。そういうのを考えると、やはり高齢の方というんでしょうか。体調

を崩されている方が仮設住宅の中で結構多くて、亡くなる方も多いという現状を考えま

すと、それは私たち柏崎刈羽にも当てはまることだと思いますので、やっぱりそこを何

かスピードアップして、そういう保障とかがうまく回らないのかなということを思って

おります。

それから、視察に福島へ行きますけれども、１Ｆの作業員と２Ｆの作業員は、電力さ

ん、どのぐらい今いるんでしょうか。お願いします。

◎伊藤立地地域部長（東京電力）

お答えいたします。福島第一は、その作業によってでこぼこがあるんです。大体３，

０００人程度の、これは社員も含めまして働いてございます。それから福島第二は現状

およそ５００人程度でございます。社員ですので。ただ、福島第二は福島第一ほどの作

業はそれほど今は多くございませんので、あと協力企業の人が何人か加わるという状況

でございますので、福島第一に比べると相当かかわっている人は少ないという状況でご

ざいます。
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◎新野議長

浅賀さん。

◎浅賀委員

浅賀です。

皆さんのお話を聞いていましたことと、それから先月からの１カ月間でこの汚染水タ

ンク等の問題について、一番主婦として放射線量の汚染ということは身近に感じられま

す。食品につきましても、スーパーへ行って放射線量をはかって大丈夫というのが最近

はもう柏崎でも見られる状況です。ですので、こういうことがあるということ自体、本

当に身にしみて困っているということは現状ですし、報道の中で放射線量の計測等、記

録がなかったというような報道さえありました。これが２年前の３．１１以後の、原子

力災害以後のこととしては、とてもまずい対応だと思います。これについては憤りさえ

感ずるという状況です。

皆さんのお話の中に、今日の中で多々ありましたけど、それが自分たちの生活にどう

か。やはりそこを考えていきますと、不安要因はたくさんあります。ですので、福島の

解決が少しずつでも目に見えてくれば、私ども反対もしないし、それがどうこうという

ことはないですけれども、やはり福島のことがもっと目に見えて私どものところにわか

りやすく解決方法が見えてくるといいんですけれども、この１カ月のこの放射線汚染水

というような問題が、また出てくるんではないかというような不安が、やはり私たち住

民にはあります。

ですので、柏崎刈羽もそういうことがあってはならないですけれども、いつも自然災

害等があると想定外ということで片づけられるようなことのないように、やはりそこを

しっかり考えていただきたい。その上で防災にもつながっていくと思われますので、皆

さんの意見を、１０人が１０人違うと思いますね、会長さんがおっしゃられたように。

ですので、何を言ってはいけないということではなく、感想を含め、やはり不安要因は

どんどんお話しになっていっていただきたいと思います。

以上です。

◎竹内委員

竹内です。

感想になるんですが、やはりこの地下水の汚染水漏れ問題に関して焦点が集まるのは、

本当に仕方がないんだろうと思うと同時に、この水の国日本にあって、本当に水という

のは資源だと思っていましたが、ここまで悩まされるものかと。またここに立ち向かう

責任者の皆様、現場の方々には本当に敬意すら表さねばならないのかなとすら思います。

地下水だとかそういう諸問題に大分焦点が当たる昨今ですが、やはり先ほどもおっし

ゃられたように、地元の問題、この柏崎の問題にもうちょっといろいろと目を向けなけ

ればならないと思います。我々は柏崎刈羽原子力発電所にまだ燃料が残っており、変わ

らずリスクはあるわけです。例えば、先日もバケツをひっくり返したようなすごい大雨

が降った際、僕もちょうど荒浜の方面から会社に帰ろうと思って中央通りまで来て走っ

ていたら、今度中央通りが封鎖されているわけです。ああいうところで、やっぱり災害

が起こった際に、まだ柏崎が抱えているリスクというのは相当にあると。こういったこ

とを国や県や柏崎市、刈羽村も、ぜひ早急に何とかしなければならんと、我々市民を守
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らなければならんという視点で、いろいろ、福島のことではなくて、柏崎刈羽のことに

もっと目を向けていただいて、インフラを整えなければならんと。

また、例えば自主防災組織だとか、大分いい組織だとか体制ができるものだと私は思

っていましたが、それが今度、効果的に運用されているのかどうか。全くその後、話を

聞かなくなったわけで、そういったところも含めて我々にわかりやすく。今、どうして

も事業者の問題点ばっかりに目が行くと思うんですが、こういったところも冷静な目で

見据えていくのが我々地域の会の役割だとも思いますし、また行政さんも地元の我々に

わかりやすい説明だとか、話の進め方のプロセスがわかるようなやり方をちょっと心が

けていただきたいと思います。

以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。あとは武本さん、三宮さん。では、三宮さん。

◎三宮委員

三宮です。

福島の問題は早急に対応してもらいたいというふうに思っております。今ここに書い

てあるのを見たら、上流で揚水してというような対策は非常に素早くできるのではない

かというふうには思いますけれども、何か後手後手に回っているようで、早目に早目に

という対策をやっていってもらいたいと思います。リスクという点で考えて、先ほど言

われた地元では、フィルタベントというのは心配だというんですけども、福島のように

ならないためには、私はフィルタベントというのは必要な設備だというふうには思って

おります。もう一回福島に返ると、福島のことが早急に解決するということであれば、

日本でなくても、中国とか韓国とか東南アジアに原子力発電所はどんどんできてくるわ

けです。福島の実績というものを日本が積んでいって、対応できるような設備を指導し

てやるようなことをしていかないと、福島のようなことが世界中で起こったら大変なん

で、その辺のレベルを上げていってほしいというふうに思っております。

以上です。

◎武本（昌）委員

武本昌之です。

今回、今月末に福島の第一と第二を見学させてもらえるということで、当然、事故の

後はなかなか入れない場所でありますし、なおかつ汚染水の問題で大変な状況の中で今

回、恐らく立地地域ということで多分特別に見せてもらえると思いますので、東京電力

さんの計らいに改めてお礼申し上げます。

以上です。

◎髙橋（武）委員

髙橋です。

特にはなかったんですけど、先ほど千原さんの話でちょっと私、感想を持ったんです

が、福島の事象は確かに私どもが議論したところで、三宮さんも言ったように、早く直

してください、安全にしてくださいしか私もないとは思うんです。ただ、一つ一つの事

象のことよりも、そこにある裏側というのかな。もっとこういうことをしたらとか、あ

とそれがどう柏崎刈羽の改善につながるかということをやはり私たちが考えていく会な
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のかなというところを非常に思いましたので、一つ一つの事象は、何回も思うんですけ

ど、福島の件はもう安全に、一刻も早く福島県民、また日本のために改善してもらいた

いと思うところです。

以上です。

◎新野議長

一通り、一言はおっしゃっていただけたと思いますので、あとその他の中に今回の視

察の……、これはもう一応意見は閉じてよろしいでしょうか。

◎武本（和）委員

俺も日ごろよくしゃべるんですが、今日の問題の地下水の汚染の問題というのは、２

年たって、今年の春になって、ようやく観測井戸を掘る。そしてそれがどんどん井戸が

増えていく。そして測定するたびに濃度が濃くなっていくみたいなことが今起きている

んですよ。２年間、何していたんだと。タンクをつくったときから、パトロールすると

か、そういうことを、これでよかったみたいなことをやっていた結果がこんなことにな

っているという、その前段抜きにした話だと、俺はまずいと思うんです。そういう対応

でいいんですかと。

それは東京電力が、国がという話含めて、結局そこらがきちっとして順調に推移して

いますという話を２カ月ぐらい前まで聞いていたわけですよ。細かい話は別として。そ

れが何か違うじゃないかという中で、この話は一回ちゃんとしなければならないという

話があった。それを踏まえてもらわないと、認識が違うとか何か言うよりも、本当に細

かい話は、どうでもいいといっては悪いけれども、そんなことよりも、何でこんなこと

が２年間も放ったらかしになっていて、ここへきて次々とこんな問題が出てきて、そし

て結果としては事態は非常に深刻だ。こういう中で視察に行くという話があって、具体

的な問題の議論になっているんだという、最低そこらぐらいは立場を超えて共通になっ

ていないと、何かおかしいような気が私はしますということだけ、いらんこと言って悪

いですが。

◎新野議長

その視点も重要だったと思います。また……。

◎傳田リスクコミュニケーター（東京電力）

すいません。放っておいてその挙句がというご意見だと思うんですが、確かに反省す

る点は多々あると思います。例えば地下水の汚染の件ですと、去年の１２月に井戸を掘

って観測した時点では濃度は低かったんですが、それが今年の５月に再度計測したとこ

ろ濃度が高くて、それからいろんな原因を追究していたことは事実なんですが、先ほど

も伊藤からも申しましたように、そういうところで確実にということを考える余り、持

ち過ぎてしまって発表が遅れる、情報提供が遅れるという意味でも反省があったという

ことも、これも反省しているところでございます。

ですので、申し上げたいことは、そういったことも踏まえて改善していくということ

で今日のご説明もいたしましたし、今後も考えているということはわかっていただきた

いと思います。

◎新野議長

継続の会ですので、また今後、そういうような視点で議論が続くんだろうと思います。
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あとは福島視察は月末ですけど、その道中のバスの中が４、５時間ありますので、そ

こでまたいろんな議論がされるかと思います。できるだけ皆さんが多角的な方角から見

ていただいて、最終的には客観的に私どもの活動を自分たちがまず理解していかなけれ

ばならないと思っていますので、いい視察になるといいなと思っています。

じゃあこれで閉じさせていただいてよろしいでしょうか。前半の２９日のご説明がな

いので、一通りいいですか。

◎事務局

それでは、会長さんから言われました９月２９日の説明でありますけれども、行程に

つきましては一覧表のとおりでありますが、いわき・ららミュウというところで昼食を

とりまして、いわき市生涯学習プラザ、１４時を予定しておるんですが、避難されてい

る住民の方を対象に聞き取りをお願いしたいということなんですけれども、事前に聞き

取り事項を提出させていただきたいなと思っております。聞き取りの方法につきまして

はまた検討させていただくということで、次回の運営委員会で検討するようになろうか

と思いますけれども、よろしくお願いいたします。

避難されている方からどなたが出ていただくかというのは、もう少し確定ができませ

んので、でき次第、案内を差し上げて対応していきたいなと考えております。

それから、それと同時に、地域の会の目的を含めた趣旨みたいなもので、ちょっとつ

くりながら同じように送付したいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

時間は一応１７時３０分までということで予定しております。ホテルに着きまして、

あと夕食という体制になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

◎新野議長

若干補足しますと、このいわき市生涯学習プラザというのが、ホテルから近い場所に

あって、事務局が今押さえてくだすっています。１４時から１７時半の予定は、これは

本当に玄関に入ってから出るまでという時間帯ですので、懇談会の時間は今のとこ２時

間半を予定しています。準備と撤収を含めてということ、若干の休憩も含めてこういう

時間をここで過ごすということでご理解いただきたいと思います。お相手の方は、今ま

だ調整中ですが、五、六名ではないだろうかと、最終的にはそうではないだろうかとい

うふうに思っています。事務局が申し上げたとおり、相手の方が確定でき次第、この中

の懇談の内容も詰めていきたいと思っています。

それと、いわきの夕食なんですが、これ２０時までに一応変更していただいていいで

すか。

そういうことでよろしいでしょうか。視察に行く方とは今日しかお話ができないので、

最終確認だけ、あとは問答ができませんので、こういうことでご了解いただきたいとい

うことでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

それと１０周年事業も運営委員会の中で、１１月の分も進めていますので、運営委員

会の概要をご覧いただいて、中間の情報をとっていただければと思います。よろしくお

願いいたします。

◎事務局

長時間にわたりありがとうございました。視察の調査票につきましては、全員の方か

ら提出いただきましたので、事務局で手続を進めてまいりたいと思いますが、よろしく
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お願いいたします。

次回の定例会でありますが、１０月２日水曜日、午後６時３０分から開催いたします。

運営委員さんには９月１８日水曜日になりますが、午後６時半に広報センターにお集ま

りいただきたいと思っております。

以上で第１２３回定例会を終了いたします。大変お疲れさまでございました。


